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平成３１年３月１３日判決言渡 

平成３０年（行ケ）第１００７６号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成３１年１月３０日 

            判    決 

     

          原       告   サッポロホールディングス株式会社   

           

          同訴訟代理人弁護士   設   樂   隆   一   

                      寺   下   雄   介   

                      森   崎       翔   

          同     弁理士   長 谷 川   芳   樹   

                      清   水   義   憲   

                      小   曳   満   昭   

                      吉   住   和   之   

                      坂   西   俊   明   

     

          被       告   キ ッ コ ー マ ン 株 式 会 社   

           

          同訴訟代理人弁護士   中   野   亮   介   

                      森   田   祐   行   

          同     弁理士   稲   葉   良   幸 

                      内   藤   和   彦   

                      山   田       拓   

                      白   石   真   琴   

            主    文 

       原告の請求を棄却する。 
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       訴訟費用は原告の負担とする。 

            事実及び理由 

第１ 請求 

 特許庁が無効２０１７－８０００１３号事件について平成３０年４月２４日にし

た審決のうち，特許第５６２２８７９号の請求項１ないし９に係る部分を取り消す。 

第２ 事案の概要 

 １ 特許庁における手続の経緯 

 ⑴ 原告は，平成２５年３月５日，発明の名称を「豆乳発酵飲料及びその製造方

法」とする発明について特許出願をし，平成２６年１０月３日，設定登録を受けた

（特許第５６２２８７９号。請求項の数１０。以下「本件特許」という。）。 

 ⑵ 被告は，平成２９年１月３１日，特許庁に対し，本件特許の無効審判請求を

し，無効２０１７－８０００１３号事件として係属した。 

 ⑶ 原告は，平成２９年１２月２６日，特許庁に対し，本件特許の特許請求の範

囲の訂正を請求した（請求項１０の削除を含む。以下「本件訂正」という。）。 

 ⑷ 特許庁は，平成３０年４月２４日，本件訂正を認めた上，「特許第５６２２

８７９号の請求項１ないし９に係る発明についての特許を無効とする。請求項１０

についての本件審判の請求を却下する。」との別紙審決書（写し）記載の審決（以

下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同年５月８日，原告に送達された。 

 ⑸ 原告は，本件審決の請求項１～９に係る部分を不服として，同年６月５日，

本件訴えを提起した。 

 ２ 特許請求の範囲の記載 

 本件特許に係る本件訂正後の特許請求の範囲請求項１～９の記載は，以下のとお

りである（以下，請求項番号の順に「本件発明１」などといい，これらを一括して

「本件各発明」という。なお，「＼」は改行部分を示す。以下同じ。）。また，そ

の明細書及び図面（甲３９の１）を併せて「本件明細書」という。 

【請求項１】 
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 ｐＨが４．５未満であり，かつ７℃における粘度が５．４～９．０ｍＰａ・ｓで

あり，ペクチン及び大豆多糖類を含み，前記ペクチンの添加量が，ペクチン及び大

豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して，２０～６０質量％である，豆乳発酵

飲料（但し，ペクチン及び大豆多糖類が，ペクチンと大豆多糖類とが架橋したもの

である豆乳発酵飲料を除く。）。 

【請求項２】 

 以下⑴～⑶により決定される沈殿量が０ｃｍ超かつ１１ｃｍ未満である，請求項

１に記載の豆乳発酵飲料。 

 ⑴ 豆乳発酵飲料５０ｍＬを５０ｍＬ遠沈管に入れ，スイングローターにて２

０℃，１６３１．５×ｇで１０分間遠心分離する 

 ⑵ ⑴の後，遠沈管の底部に得られた沈殿の長径及び短径を測定する 

 ⑶ ⑵で測定された沈殿の長径及び短径を足し合わせて，得られた値を沈殿量と

する 

【請求項３】 

 豆乳を乳酸菌により発酵させたものである，請求項１又は２に記載の豆乳発酵飲

料。 

【請求項４】 

 前記乳酸菌が，ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８８０３（受託番号：ＦＥＲＭ 

ＢＰ－１０６３２），ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８０２７（受託番号：ＦＥ

ＲＭ ＢＰ－１０６３０），ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８０４４（受託番

号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３１），ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６１，

ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６５，及びラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ

１１７０から選択される少なくとも１種を含む，請求項３に記載の豆乳発酵飲料。 

【請求項５】 

 豆乳を乳酸菌で発酵させて豆乳発酵物を得る工程と，＼前記豆乳発酵物に，ペク

チン及び大豆多糖類を添加する工程と，＼豆乳発酵飲料のｐＨが４．５未満になる
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ようにｐＨ調整する工程と，を備え，＼前記添加する工程が，ペクチン及び大豆多

糖類を混合物として添加する，又はそれぞれ別々に添加する工程であり，＼前記ペ

クチンの添加量が，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して，

２０～６０質量％であり，＼前記豆乳発酵飲料の７℃における粘度が５．４～９．

０ｍＰａ・ｓである，＼豆乳発酵飲料の製造方法。 

【請求項６】 

 前記ペクチンの添加量が，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に

対して，３０～６０質量％である，請求項５に記載の製造方法。 

【請求項７】 

 前記ペクチンの添加量が，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に

対して，３０～５０質量％である，請求項５又は６に記載の製造方法。 

【請求項８】 

 前記乳酸菌が，ラクトバチラス・ブレビス（Lactobacillus brevis）に属する乳

酸菌を含む，請求項５～７のいずれか一項に記載の製造方法。 

【請求項９】 

 前記乳酸菌が，ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８８０３（受託番号：ＦＥＲＭ 

ＢＰ－１０６３２），ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８０２７（受託番号：ＦＥ

ＲＭ ＢＰ－１０６３０），ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８０４４（受託番

号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３１），ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６１，

ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６５，及びラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ

１１７０から選択される少なくとも１種を含む，請求項５～８のいずれか一項に記

載の製造方法。 

 ３ 本件審決の理由の要旨 

 ⑴ 本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，①

本件発明１～９は，（i）後記引用例１記載の発明並びに甲１及び１６記載の事項

に基づいて，又は（ii）後記引用例２記載の発明並びに甲１，２，４，６及び１６



 

5 

 

記載の事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，また，

②本件発明１～４は，後記引用例３記載の発明並びに甲１，３，４，６及び１６記

載の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，いずれも

特許法２９条２項の規定に違反してされたものである，などというものである。 

 ア 引用例１：特開平５－７４５８号公報（甲１） 

 イ 引用例２：岸田耕一「発酵豆乳製品開発とフレーバー」月刊フードケミカル

２００５年７月号２２頁～２４頁（甲２） 

 ウ 引用例３：特開２０１１－１６７１９０号公報（甲３） 

 ⑵ 本件審決は，各引用例記載の発明につき，以下のとおり認定した。 

 ア 引用例１記載の発明 

 (ア) 分散剤として水溶性大豆多糖類を含有し，糊料としてハイメトキシルペク

チンを含み，ｐＨ２．５～５．０である酸性蛋白食品（以下「引用発明１－１」と

いう。）。 

 (イ) 分散剤として水溶性大豆多糖類を含有し，糊料としてハイメトキシルペク

チンを含み，ｐＨ２．５～５．０である酸性蛋白食品の製造方法（以下「引用発明

１－２」という。）。 

 イ 引用例２記載の発明 

 (ア) ２％ＨＭペクチン溶液を含有し，ｐＨ３．４である発酵豆乳入りウォータ

ータイプ処方例である清涼飲料水（以下「引用発明２－１」という。）。 

 (イ) 果糖ブドウ糖液糖，砂糖，殺菌発酵豆乳ハピネスＨＦＳＴ－１００，２％

ＨＭペクチン溶液及び水をよく混合し，完全に溶解したものに，４０℃以下にて乳

酸溶液，クエン酸ナトリウム及び香料を添加し，量調整を行い，均質化処理，殺菌

／冷却した，ｐＨ３．４である発酵豆乳入りウォータータイプ処方例である清涼飲

料水の製造方法（以下「引用発明２－２」という。）。 

 ウ 引用例３記載の発明 

 沈殿防止安定剤として水溶性大豆多糖類を含有し，ｐＨ４．１，又は４．２であ
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る豆乳発酵乳酸菌飲料（以下「引用発明３」という。）。 

 ⑶ 本件審決は，本件各発明と各引用発明との一致点・相違点につき，以下のと

おり認定した。 

 ア 本件発明１と引用発明１－１，２－１及び３との一致点・相違点 

 (ア) 引用発明１－１との一致点・相違点 

 ａ 一致点１－１：ペクチン及び大豆多糖類を含む，食品（但し，ペクチン及び

大豆多糖類が，ペクチンと大豆多糖類とが架橋したものである食品を除く。）。 

 ｂ 相違点 

 (a) 相違点１－１：ｐＨについて，本件発明１では，４．５未満であるのに対

して，引用発明１－１では，２．５～５．０である点。 

 (b) 相違点１－２：本件発明１では，７℃における粘度が５．４～９．０ｍＰ

ａ・ｓであるのに対して，引用発明１－１では，粘度が不明である点。 

 (c) 相違点１－３：本件発明１は，ペクチンの添加量が，ペクチン及び大豆多

糖類の添加量総量１００質量％に対して，２０～６０質量％であるのに対して，引

用発明１－１は，ペクチンと大豆多糖類との比率が不明である点。 

 (d) 相違点１－４：食品について，本件発明１は，豆乳発酵飲料であるのに対

して，引用発明１－１は，酸性蛋白食品である点。   

 (イ) 引用発明２－１との一致点・相違点 

 ａ 一致点２－１：ｐＨが４．５未満であり，ペクチンを含む，豆乳発酵飲料。 

 ｂ 相違点 

 (a) 相違点２－１：本件発明１では，７℃における粘度が５．４～９．０ｍＰ

ａ・ｓであるのに対して，引用発明２－１では，粘度が不明である点。   

 (b) 相違点２－２：ペクチンに加え，本件発明１では，大豆多糖類を含み（但

し，ペクチン及び大豆多糖類が，ペクチンと大豆多糖類とが架橋したものである豆

乳発酵飲料を除く。），ペクチンの添加量が，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総

量１００質量％に対して，２０～６０質量％であるのに対して，引用発明２－１は，
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大豆多糖類を含まない点。   

 (ウ) 引用発明３との一致点・相違点 

 ａ 一致点３：ｐＨが４．５未満であり，大豆多糖類を含む，豆乳発酵飲料。 

 ｂ 相違点 

 (a) 相違点３－１：本件発明１では，７℃における粘度が５．４～９．０ｍＰ

ａ・ｓであるのに対して，引用発明３では，粘度が不明である点。 

 (b) 相違点３－２：大豆多糖類に加え，本件発明１では，ペクチンを含み（但

し，ペクチン及び大豆多糖類が，ペクチンと大豆多糖類とが架橋したものである豆

乳発酵飲料を除く。），ペクチンの添加量が，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総

量１００質量％に対して，２０～６０質量％であるのに対して，引用発明３は，ペ

クチンを含まない点。 

 イ 本件発明２と引用発明１－１，２－１及び３との一致点・相違点 

 (ア) 引用発明１－１との一致点・相違点 

 一致点１－１の点で一致し，相違点１－１～１－４及び以下の相違点１－５にお

いて相違する。 

 相違点１－５：本件発明２では，「⑴豆乳発酵飲料５０ｍＬを５０ｍＬ遠沈管に

入れ，スイングローターにて２０℃，１６３１．５×ｇで１０分間遠心分離する＼

⑵ ⑴の後，遠沈管の底部に得られた沈殿の長径及び短径を測定する＼⑶ ⑵で測

定された沈殿の長径及び短径を足し合わせて，得られた値」である沈殿量が０ｃｍ

超かつ１１ｃｍ未満であるのに対して，引用発明１－１では，沈殿量が不明である

点。 

 (イ) 引用発明２－１との一致点・相違点 

 一致点２－１の点で一致し，相違点２－１，２－２及び以下の相違点２－３にお

いて相違する。 

 相違点２－３：本件発明２では，「⑴豆乳発酵飲料５０ｍＬを５０ｍＬ遠沈管に

入れ，スイングローターにて２０℃，１６３１．５×ｇで１０分間遠心分離する＼
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⑵ ⑴の後，遠沈管の底部に得られた沈殿の長径及び短径を測定する＼⑶ ⑵で測

定された沈殿の長径及び短径を足し合わせて，得られた値」である沈殿量が０ｃｍ

超かつ１１ｃｍ未満であるのに対して，引用発明２－１では，沈殿量が不明である

点。 

 (ウ) 引用発明３との一致点・相違点 

 一致点３の点で一致し，相違点３－１，３－２及び以下の相違点３－３において

相違する。 

 相違点３－３：本件発明２では，「⑴豆乳発酵飲料５０ｍＬを５０ｍＬ遠沈管に

入れ，スイングローターにて２０℃，１６３１．５×ｇで１０分間遠心分離する＼

⑵ ⑴の後，遠沈管の底部に得られた沈殿の長径及び短径を測定する＼⑶ ⑵で測

定された沈殿の長径及び短径を足し合わせて，得られた値」である沈殿量が０ｃｍ

超かつ１１ｃｍ未満であるのに対して，引用発明３では，沈殿量が不明である点。 

 ウ 本件発明３と引用発明１－１，２－１及び３との一致点・相違点 

 (ア) 引用発明１－１との一致点・相違点 

 一致点１－１の点で一致し，相違点１－１～１－４及び以下の相違点１－６にお

いて相違する。 

 相違点１－６：本件発明３では，「豆乳を乳酸菌により発酵させたものである」

であるのに対して，引用発明１－１では，そのように特定されていない点。 

 (イ) 引用発明２－１との一致点・相違点 

 一致点２－１の点で一致し，相違点２－１，２－２及び以下の相違点２－４にお

いて相違する。 

 相違点２－４：本件発明３では，「豆乳を乳酸菌により発酵させたものである」

であるのに対して，引用発明２－１では，そのように特定されていない点。 

 (ウ) 引用発明３との一致点・相違点 

 一致点３の点で一致し，相違点３－１，３－２及び以下の相違点３－４において

相違する。 
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 相違点３－４：本件発明３では，「豆乳を乳酸菌により発酵させたものである」

であるのに対して，引用発明３では，そのように特定されていない点。 

 エ 本件発明４と引用発明１－１，２－１及び３との一致点・相違点 

 (ア) 引用発明１－１との一致点・相違点 

 一致点１の点で一致し，相違点１－１～１－４，１－６及び以下の相違点１－７

において相違する。 

 相違点１－７：本件発明４では，「前記乳酸菌が，ラクトバチラス・ブレビスＳ

ＢＣ８８０３（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３２），ラクトバチラス・ブレ

ビスＳＢＣ８０２７（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３０），ラクトバチラ

ス・ブレビスＳＢＣ８０４４（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３１），ラクト

バチラス・ブレビスＪＣＭ１０６１，ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６５，

及びラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１１７０から選択される少なくとも１種を含

む」のに対して，引用発明１－１では，そのように特定されていない点。 

 (イ) 引用発明２－１との一致点・相違点 

 一致点２－１の点で一致し，相違点２－１，２－２，２－４及び以下の相違点２

－５において相違する。 

 相違点２－５：本件発明４では，「前記乳酸菌が，ラクトバチラス・ブレビスＳ

ＢＣ８８０３（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３２），ラクトバチラス・ブレ

ビスＳＢＣ８０２７（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３０），ラクトバチラ

ス・ブレビスＳＢＣ８０４４（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３１），ラクト

バチラス・ブレビスＪＣＭ１０６１，ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６５，

及びラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１１７０から選択される少なくとも１種を含

む」のに対して，引用発明２－１では，そのように特定されていない点。 

 (ウ) 引用発明３との一致点・相違点 

 一致点３の点で一致し，相違点３－１，３－２，３－４及び以下の相違点３－５

において相違する。 
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 相違点３－５：本件発明４では，「前記乳酸菌が，ラクトバチラス・ブレビスＳ

ＢＣ８８０３（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３２），ラクトバチラス・ブレ

ビスＳＢＣ８０２７（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３０），ラクトバチラ

ス・ブレビスＳＢＣ８０４４（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３１），ラクト

バチラス・ブレビスＪＣＭ１０６１，ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６５，

及びラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１１７０から選択される少なくとも１種を含

む」のに対して，引用発明３では，そのように特定されていない点。 

 オ 本件発明５と引用発明１－２及び２－２との一致点・相違点 

 (ア) 引用発明１－２との一致点・相違点 

 ａ 一致点１－２：食品原料に，ペクチン及び大豆多糖類を添加する工程と，＼

食品のｐＨ調整する工程と，を備え，＼前記添加する工程が，ペクチン及び大豆多

糖類を混合物として添加する，又はそれぞれ別々に添加する工程である，＼食品の

製造方法。 

 ｂ 相違点 

 (a) 相違点１－８：ｐＨについて，本件発明５では，４．５未満であるのに対

して，引用発明１－２では，２．５～５．０である点。 

 (b) 相違点１－９：本件発明５は，「豆乳を乳酸菌で発酵させて豆乳発酵物を

得る工程」を有し，「前記豆乳発酵物に」ペクチン及び大豆多糖類を添加し，食品

が「豆乳発酵飲料」であるのに対して，引用発明１－２は，豆乳発酵物を得る工程

がなく，食品が「酸性蛋白食品」である点。 

 (c) 相違点１－１０：本件発明５では，７℃における粘度が５．４～９．０ｍ

Ｐａ・ｓであるのに対して，引用発明１－２では，粘度が不明である点。 

 (d) 相違点１－１１：本件発明５は，「ペクチンの添加量が，ペクチン及び大

豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して，２０～６０質量％である」のに対し

て，引用発明１－２は，ペクチン及び大豆多糖類の割合が不明である点。 

 (イ) 引用発明２－２との一致点・相違点 



 

11 

 

 ａ 一致点２－２：豆乳発酵物に，ペクチンを添加する工程と，＼豆乳発酵飲料

のｐＨが４．５未満になるようにｐＨ調整する工程と，を備える＼豆乳発酵飲料の

製造方法。 

 ｂ 相違点 

 (a) 相違点２－６：本件発明５では，豆乳を乳酸菌で発酵させて豆乳発酵物を

得る工程を備えるのに対して，引用発明２－２では，殺菌発酵豆乳ハピネスＨＦＳ

Ｔ－１００を用いている点。 

 (b) 相違点２－７：添加する工程が，本件発明５は，ペクチン及び大豆多糖類

を添加する工程であって，ペクチン及び大豆多糖類を混合物として添加する，又は

それぞれ別々に添加する工程であるのに対して，引用発明２－２は，大豆多糖類を

添加していない点。 

 (c) 相違点２－８：本件発明５は，ペクチンの添加量が，ペクチン及び大豆多

糖類の添加量総量１００質量％に対して，２０～６０質量％であるのに対して，引

用発明２－２は，大豆多糖類を添加していない点。 

 (d) 相違点２－９：本件発明５では，７℃における粘度が５．４～９．０ｍＰ

ａ・ｓであるのに対して，引用発明２－２では，粘度が不明である点。 

 カ 本件発明６と引用発明１－２及び２－２との一致点・相違点 

 (ア) 引用発明１－２との一致点・相違点 

 一致点１－２の点で一致し，相違点１－８～１－１０及び以下の相違点１－１２

において相違する。 

 相違点１－１２：本件発明６では，ペクチンの添加量が，ペクチン及び大豆多糖

類の添加量総量１００質量％に対して，３０～６０質量％であるのに対して，引用

発明１－２は，ペクチン及び大豆多糖類の割合が不明である点。 

 (イ) 引用発明２－２との一致点・相違点 

 一致点２－２の点で一致し，相違点２－６，２－７，２－９及び以下の相違点２

－１０において相違する。 
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 相違点２－１０：本件発明６では，ペクチンの添加量が，ペクチン及び大豆多糖

類の添加量総量１００質量％に対して，３０～６０質量％であるのに対して，引用

発明２－２は，大豆多糖類を添加していない点。 

 キ 本件発明７と引用発明１－２及び２－２との一致点・相違点 

 (ア) 引用発明１－２との一致点・相違点 

 一致点１－２の点で一致し，相違点１－８～１－１０及び以下の相違点１－１３

において相違する。 

 相違点１－１３：本件発明７では，ペクチンの添加量が，ペクチン及び大豆多糖

類の添加量総量１００質量％に対して，３０～５０質量％であるのに対して，引用

発明１－２は，ペクチン及び大豆多糖類の割合が不明である点。 

 (イ) 引用発明２－２との一致点・相違点 

 一致点２－２の点で一致し，相違点２－６，２－７，２－９及び以下の相違点２

－１１において相違する。 

 相違点２－１１：本件発明７では，ペクチンの添加量が，ペクチン及び大豆多糖

類の添加量総量１００質量％に対して，３０～５０質量％であるのに対して，引用

発明２－２は，大豆多糖類を添加していない点。 

 ク 本件発明８と引用発明１－２及び２－２との一致点・相違点 

 (ア) 引用発明１－２との一致点・相違点 

 一致点１－２の点で一致し，相違点１－８～１－１１及び以下の相違点１－１４

において相違する。 

 相違点１－１４：本件発明８では，「乳酸菌が，ラクトバチラス・ブレビス

（Lactobacillus brevis）に属する乳酸菌を含む」のに対して，引用発明１－２で

は，そのように特定されていない点。 

 (イ) 引用発明２－２との一致点・相違点 

 一致点２－２の点で一致し，相違点２－６～２－９及び以下の相違点２－１２に

おいて相違する。 
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 相違点２－１２：本件発明８では，「乳酸菌が，ラクトバチラス・ブレビス

（Lactobacillus brevis）に属する乳酸菌を含む」のに対して，引用発明２－２で

は，そのように特定されていない点。 

 ケ 本件発明９と引用発明１－２及び２－２との一致点・相違点 

 (ア) 引用発明１－２との一致点・相違点 

 一致点１－２の点で一致し，相違点１－８～１－１１及び以下の相違点１－１５

において相違する。 

 相違点１－１５：本件発明９では，「前記乳酸菌が，ラクトバチラス・ブレビス

ＳＢＣ８８０３（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３２），ラクトバチラス・ブ

レビスＳＢＣ８０２７（受託番号：ＦＥＲＮ ＢＰ－１０６３０），ラクトバチラ

ス・ブレビスＳＢＣ８０４４（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３１），ラクト

バチラス・ブレビスＪＣＭ１０６１，ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６５，

及びラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１１７０から選択される少なくとも１種を含

む」のに対して，引用発明１－２では，そのように特定されていない点。 

 (イ) 引用発明２－２との一致点・相違点 

 一致点２－２の点で一致し，相違点２－６～２－９及び以下の相違点２－１３に

おいて相違する。 

 相違点２－１３：本件発明９では，「前記乳酸菌が，ラクトバチラス・ブレビス

ＳＢＣ８８０３（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３２），ラクトバチラス・ブ

レビスＳＢＣ８０２７（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３０），ラクトバチラ

ス・ブレビスＳＢＣ８０４４（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３１），ラクト

バチラス・ブレビスＪＣＭ１０６１，ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６５，

及びラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１１７０から選択される少なくとも１種を含

む」のに対して，引用発明２－２では，そのように特定されていない点。 

 ４ 取消事由 

 ⑴ 取消事由１：本件発明１についての進歩性判断の誤り 
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 ア 取消事由１－１：引用発明１－１に基づく進歩性判断の誤り 

 イ 取消事由１－２：引用発明２－１に基づく進歩性判断の誤り 

 ウ 取消事由１－３：引用発明３に基づく進歩性判断の誤り 

 ⑵ 取消事由２：本件発明２についての進歩性判断の誤り 

 ア 取消事由２－１：引用発明１－１に基づく進歩性判断の誤り 

 イ 取消事由２－２：引用発明２－１に基づく進歩性判断の誤り 

 ウ 取消事由２－３：引用発明３に基づく進歩性判断の誤り 

 ⑶ 取消事由３：本件発明３についての進歩性判断の誤り 

 ア 取消事由３－１：引用発明１－１に基づく進歩性判断の誤り 

 イ 取消事由３－２：引用発明２－１に基づく進歩性判断の誤り 

 ウ 取消事由３－３：引用発明３に基づく進歩性判断の誤り 

 ⑷ 取消事由４：本件発明４についての進歩性判断の誤り 

 ア 取消事由４－１：引用発明１－１に基づく進歩性判断の誤り 

 イ 取消事由４－２：引用発明２－１に基づく進歩性判断の誤り 

 ウ 取消事由４－３：引用発明３に基づく進歩性判断の誤り 

 ⑸ 取消事由５：本件発明５についての進歩性判断の誤り 

 ア 取消事由５－１：引用発明１－２に基づく進歩性判断の誤り 

 イ 取消事由５－２：引用発明２－２に基づく進歩性判断の誤り 

 ⑹ 取消事由６：本件発明６についての進歩性判断の誤り 

 ア 取消事由６－１：引用発明１－２に基づく進歩性判断の誤り 

 イ 取消事由６－２：引用発明２－２に基づく進歩性判断の誤り 

 ⑺ 取消事由７：本件発明７についての進歩性判断の誤り 

 ア 取消事由７－１：引用発明１－２に基づく進歩性判断の誤り 

 イ 取消事由７－２：引用発明２－２に基づく進歩性判断の誤り 

 ⑻ 取消事由８：本件発明８についての進歩性判断の誤り 

 ア 取消事由８－１：引用発明１－２に基づく進歩性判断の誤り 
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 イ 取消事由８－２：引用発明２－２に基づく進歩性判断の誤り 

 ⑼ 取消事由９：本件発明９についての進歩性判断の誤り 

 ア 取消事由９－１：引用発明１－２に基づく進歩性判断の誤り 

 イ 取消事由９－２：引用発明２－２に基づく進歩性判断の誤り 

第３ 当事者の主張 

 １ 取消事由１（本件発明１についての進歩性判断の誤り） 

 ⑴ 取消事由１－１：引用発明１－１に基づく進歩性判断の誤り 

 〔原告の主張〕 

 ア 主位的主張 

 (ア) 本件審決は，本件発明１と引用発明１－１との相違点として相違点１－１

～１－４を認定したが，これらの相違点に係る本件発明１の構成は１つのまとまり

のあるものとして相違点の認定がされなければならない。 

 すなわち，相違点の認定をするに当たっては，発明の技術的課題の解決の観点か

ら，まとまりのある構成を単位として認定されなければならない。そして，本件明

細書によれば，本件発明１の課題は，蛋白質成分等の凝集が抑制されることととも

に，酸味が抑制され，後に残る酸味が少なく後味の優れた豆乳発酵飲料を提供する

ことである。 

 ここで，味や保存性の観点からｐＨを調整する場合，ｐＨを４．５未満に限定す

る必要はない。また，飲料としてあり得る粘度範囲は，１～６００ｍＰａ・ｓ辺り

までがあり得る。ペクチンの添加量についても，ｐＨや粘度が異なる範囲にあるな

らば，本件発明１の効果は得られず，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００

質量％に対して２０～６０質量％に限定する理由もない。豆乳発酵飲料であること

についても同様である。このため，本件発明１の本質は，豆乳発酵飲料について，

ｐＨが４．５未満であり，ペクチンの割合がペクチン及び大豆多糖類の添加量総量

１００質量％に対して２０～６０質量％の範囲にあり，かつ，粘度が５．４～９．

０ｍＰａ・ｓの範囲にあるという構成を採用する場合に，味や保存性とは別の，予
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測できない効果が得られるところにある。換言すれば，豆乳発酵飲料でない場合，

ｐＨ，ペクチンと大豆多糖類の割合又は粘度のいずれかが上記各範囲にない場合に

は，その他の構成につき上記範囲に限定する意味はなく，本件発明１の効果が得ら

れるとは限らない。 

 以上のとおり，相違点１－１～１－４に相当する本件発明１の構成は互いに技術

的に関連しており，それぞれ独立の要素として容易想到性を判断することは発明の

本質に沿わず，許されない。これらの相違点は１つの相違点として認定し，その１

つの相違点に関する容易想到性が判断されなければならない。 

 (イ) 以上より，本件発明１と引用発明１－１の相違点は，以下の相違点１－Ａ

である。 

 相違点１－Ａ：本件発明１は，ｐＨが４．５未満かつ７℃における粘度が５．４

～９．０ｍＰａ・ｓかつペクチンの添加量が，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総

量１００質量％に対して２０～６０質量％である，豆乳発酵飲料であるのに対し，

引用発明１－１は，ｐＨが２．５～５．０かつ粘度不明かつペクチンと大豆多糖類

の比率が不明である，酸性蛋白食品である点。 

 (ウ) 引用発明１－１から本件発明１に至るには，ｐＨを４．５未満とし，ペク

チンの添加割合をペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して２０

～６０質量％と調整し，最終的な粘度を７℃において５．４～９．０ｍＰａ・ｓと

限定しなければならない。 

 しかし，上記各構成は，これらを同時に満たす場合に，酸味を抑制し，後に残る

酸味を減少させるという効果が発見されたことから特定されるに至ったものであり，

かつ，上記効果も一般的に知られた効果ではなかった以上，想到することが容易な

ものとはいえない。 

 また，そもそも引用例１には，蛋白質成分の凝集抑制という効果以外に，酸味の

抑制・後に残る酸味の減少という課題の発想が存在しない。ｐＨの範囲の限定，粘

度の限定，ペクチン及び大豆多糖類の添加量の比率の調整といった各構成を同時に
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適用することでこれらの効果が生じることについても，引用例１に記載はない。 

 そうすると，相違点１－Ａに係る本件発明１の構成を同時に採用することは，当

業者にとって容易でなかったというべきである。 

 (エ) 以上のとおり，本件審決は，本件発明１と引用発明１－１との相違点の認

定に誤りがあるとともに，相違点１－Ａに係る本件発明１の構成を採用することは

本件特許出願当時容易でなかったことから，容易想到性の判断の点でも誤りがある。 

 イ 予備的主張 

 (ア) 相違点１－１について 

 本件審決は，酸っぱい風味，後に残る酸味及び口当たりの滑らかさを官能評価で

確認したのはｐＨ４．３のみであり，原告の主張する効果はｐＨ４．５未満の全範

囲について認めることはできないなどと判断した。 

 しかし，豆乳発酵飲料としてあり得るｐＨの範囲は技術常識から当然限定され，

文字どおり「ｐＨ４．５未満の全範囲」で効果が認められる必要はない。そして，

引用例３及び甲４の記載等によれば，当業者は，豆乳発酵飲料としてあり得るｐＨ

の下限はおおよそｐＨ４．１又は４．２程度と理解することができる。 

 そうすると，技術常識から限定されるｐＨの範囲は４．１（又は４．２）程度か

ら４．５の範囲であり，おおよその中央値であるｐＨ４．３について酸味抑制等の

効果が認められていること，また，酸味の抑制効果等はｐＨが０．１程度変動する

ことで大きく変わることも考えにくいことから，ｐＨ４．３についてのみ官能評価

による効果確認がなされていることをもって十分と考えるべきである。 

 (イ) 相違点１－２について 

 ａ 本件審決は，消費者に受け入れられる飲料として普通の範囲である７℃にお

ける粘度が５．４～９．０ｍＰａ・ｓの飲料とすることは，当業者が適宜なし得る

設計的事項であるなどと判断した。 

 しかし，豆乳発酵飲料において，「７℃における粘度が５．４～９．０ｍＰａ・

ｓ」と特定する構成を採用することは，以下のとおり，消費者に受け入れられる飲



 

18 

 

料とするに当たり普通の範囲とはいえず，容易に想到し得たものではない。 

 ｂ 本件審決は，甲１０～１３及び１７に依拠して，５．４～９．０ｍＰａ・ｓ

の設定は設計事項とするものと理解される。 

 しかし，このような理解は，甲１３及び１７の試料の粘度が本件特許出願前から

実験日まで変化していないことを前提としているところ，そのような前提を認める

に足りる証拠はない。また，飲料業界において，ブランドが同一の商品でも消費者

の嗜好に従い飲料の成分（粘度）が都度変化し得ることは，当業者にとって常識で

ある。それにもかかわらず，本件特許出願の約２～３年後に製造した商品の粘度が

本件特許出願前も同じであったという認定は不適当である。 

 また，甲１３及び１７の試料はいずれも豆乳発酵飲料ではないため，これらの粘

度は，相違点１－２の粘度範囲の構成が「普通」であるか否かを判断する資料とは

なり得ない。粘度範囲は飲料ごとに適した範囲が存在するため，豆乳発酵飲料の本

件特許出願時において「普通」だった粘度範囲を確認するには，あくまでその当時

のものの粘度を調査しなければならない。 

 さらに，「豆乳飲料」（甲１３）と「発酵乳入り清涼飲料」（甲１７）とで粘度を

対比している点で，比較対象の選択が恣意的である。「消費者に受け入れられる飲

料の粘度として普通」であるから設計事項だというのであれば，少なくとも，比較

対象が豆乳発酵飲料であること，及び本件特許出願前の時点で当該比較対象の７℃

における粘度が「５．４～９．０ｍＰａ・ｓ」の範囲内であったことが立証されな

ければならない。 

 ｃ 現在販売されている豆乳発酵飲料は，その粘度（ｍＰａ・ｓ）がいずれも少

なくとも１０．０以上であり，実測値ベースでは「５．４～９．０ｍＰａ・ｓ」の

上限である９．０をはるかに超えている。 

 また，現在市販されている豆乳飲料１０製品を本件明細書記載の方法により測定

したところ，粘度が「５．４～９．０ｍＰａ・ｓ」の範囲内にあったものは１製品

のみであった。そうすると，現在市販されている豆乳飲料の粘度において，「５．
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４～９．０ｍＰａ・ｓ」との粘度範囲は決して「普通」又は通常採用される粘度で

はない。このため，豆乳発酵飲料の粘度の設定に当たり豆乳飲料の粘度が参照され

得るとしても，豆乳発酵飲料について「５．４～９．０ｍＰａ・ｓ」との範囲が消

費者に受け入れられる飲料の粘度として「普通の範囲」とする根拠はない。 

 (ウ) 相違点１－３について 

 ａ 本件審決は，ペクチンと大豆多糖類の添加量は，蛋白質粒子の凝集・沈殿を

防止するという目的に応じて設定すべき設計的事項であり，引用例１の記載から，

ペクチンの添加量を２０～６０質量％とすることは，引用発明１－１において想定

される範囲内であるなどと判断した。 

 しかし，以下のとおり，相違点１－３に係る本件発明１の構成は，容易に想到で

きるものではない。 

 ｂ 本件審決は，引用例１（【０００８】，【００１０】）に「好ましい範囲と

して，最終製品に対してＨＭペクチンを０．１～０．５％，水溶性大豆多糖類を０．

２～２％とすることがそれぞれ記載されている」とした上で，ＨＭペクチン０．

１％，水溶性大豆多糖類０．２％のときには，ペクチン及び大豆多糖類の総添加量

に対するペクチンの添加量が３３．３％であること，ＨＭペクチン０．５％，水溶

性大豆多糖類２％としたときには，ペクチンの添加量は２０％となることを指摘し

ている。 

 しかし，上記ペクチンの質量％は，ＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類の下限同士，

上限同士から求めた割合であるところ，引用例１にはそのような組合せが好ましい

旨の記載はない。ＨＭペクチンの下限と水溶性大豆多糖類の上限，ＨＭペクチンの

上限と水溶性大豆多糖類の下限を組み合わせると，それぞれＨＭペクチンの割合は

４．７質量％，７１質量％となり，２０～６０質量％の範囲からは大きく外れる。 

 そうである以上，引用例１には，ペクチンの添加量を２０～６０質量％とする示

唆があるとはいえない。 

 また，本件審決は，引用例１の実験例２につき，ペクチンの添加量がそれぞれ７
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５質量％，５０質量％，２５質量％であることを指摘している。 

 しかし，上記実験例２は発酵豆乳ではなく脱脂粉乳についての実験結果を示すも

のであり，そのデータにより上記質量％が導かれるとしても，豆乳発酵飲料に好適

な範囲を示すものではない。 

 ｃ 原告は，ペクチン及び大豆多糖類の両方を同時に添加すること並びにｐＨを

４．５未満に限定する構成を採用することを前提に，「両者の総添加量に対するペ

クチンの添加量を調整すれば，粘度の急激な低下を生じることなく，ほぼ一定の粘

度を保つことができる」，「２０～６０質量％の範囲であれば，酸味を抑制すると

ともに，後味が優れる」という思想から，相違点１－３に係る本件発明１の構成に

想到したものである。上記思想がない限り，「ペクチン及び大豆多糖類の添加量総

量に対するペクチンの添加量を２０～６０質量％」とするとの構成に想到すること

は容易でない。 

 しかるに，引用例１からは，ＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類を「併用」すると

いう思想が読み取れるだけであり，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量に対する

ペクチンの添加量をコントロールするという思想は読み取れない。また，本件特許

出願まで，「ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量に対するペクチンの添加量をコ

ントロールする思想」を示唆する文献等は存在しなかった。 

 (エ) 相違点１－４について 

 ａ 引用例１記載の「酸性蛋白食品」には，豆乳発酵飲料は含まれない。すなわ

ち，引用例１によれば，「動植物性蛋白を殺菌後，乳酸菌スターターを加えて発酵

させた発酵乳」は，「後者の発酵乳」（「動植物性蛋白」として例示された発酵乳）

には該当するが，前者の発酵乳（「酸性蛋白食品」として例示された発酵乳）には

該当しないことが明示されている。そうすると，前者の発酵乳については，「通常

の発酵乳」すなわち「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」に定義される「乳

又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させ，糊状

又は液状にしたもの又はこれらを凍結したもの」と理解するのが自然であり，豆乳
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の発酵物は含まれない。 

 また，豆乳の発酵物は，豆乳と比べても大豆特有の渋味，豆臭，青臭み等の点で

劣っていること，乳や発酵乳と比べて風味が決定的に劣っていること等が技術常識

であったことに鑑みれば，引用例１の「酸性蛋白食品」に豆乳の発酵物を含む飲料

又は食品が含まれない（同文献の課題解決のいかんに関わらず，風味上問題がある

ので発明の範囲に含ませていない）と理解することに，何ら不自然な点はない。 

 したがって，引用例１の「酸性蛋白食品」には，豆乳の発酵物を含む飲料又は食

品までは含まれないと理解される。 

 ｂ 主引用発明が記載されている刊行物に本願発明に至る示唆があるか否かは，

当該刊行物に具体的な技術的思想が現れていなければならない。本件では，引用例

１の記載から，「酸性蛋白食品」として「豆乳発酵飲料」という具体的な技術的思

想を抽出できなければならない。 

 しかし，上記のとおり，引用例１の「酸性蛋白食品」には，豆乳の発酵物を含む

飲料又は食品は含まれない。仮にこれが表面上「豆乳発酵飲料」をその選択肢の１

つとして含むと解釈しても，引用例１でいう「酸性蛋白食品」は，乳酸菌飲料（生

菌，殺菌タイプを含む），発酵乳（固状又は液状），乳製品を酸性にした酸性乳飲

料，酸性の冷菓，酸性デザート及び牛乳，豆乳等の蛋白飲料にみかん搾汁その他の

果汁又は有機酸若しくは無機酸を添加してなる酸性飲料等，豆乳発酵飲料以外の膨

大な選択肢を有する食品である。その膨大な選択肢の中から，明記されていない

「豆乳発酵飲料」に係る具体的な技術的思想を積極的又は優先的に選択すべき事情

は，引用例１からは見当たらない。 

 そうである以上，引用例１には，酸性蛋白食品として，豆乳を発酵させた発酵乳

を原料とする酸性蛋白飲料（豆乳発酵飲料）が示唆されているとはいえない。 

 ｃ 上記ａの技術常識を踏まえると，引用例１に，豆乳発酵飲料も引用発明１－

１を適用する対象としているかのような記載があったとしても，当該発明の効果が

発酵豆乳の上記課題を解決し得るものでない以上，当業者が引用発明１－１の「酸
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性蛋白食品」をあえて「豆乳発酵飲料」と置き換える動機付けはない。 

 また，豆乳と牛乳は大きく異なり，未発酵飲料と発酵飲料の性質も異なる。した

がって，当業者は，牛乳や牛乳発酵飲料，豆乳に関する知見を単純に豆乳発酵飲料

に応用可能であるとは認識しない。このような認識を有する当業者が，様々な「乳」

について性質の違いを考慮せず網羅的に並べて記載したにすぎない引用例１の記載

に接しただけで，豆乳を含め列挙された全ての「乳」について同じ技術が適用可能

であると認識するとは到底考えられない。むしろ，引用例１の【０００５】と【０

００７】の記載を整合的に理解するのであれば，「酸性蛋白食品」は，原料として

豆乳発酵物を使用することは除外しないものの，それ自体が豆乳発酵飲料の香味を

有する場合は除外されていると理解すべきであり，酸性蛋白食品を豆乳発酵飲料に

置き換えることには阻害事由が存在する。 

 ｄ 以上より，引用発明１－１から相違点１－４に係る本件発明１の構成に想到

することは容易ではない。 

 (オ) 小括 

 以上のとおり，仮に相違点１－１～１－４の認定に誤りがないとしても，引用発

明１－１から上記各相違点に係る本件発明１の構成に想到することは容易でない。 

 ウ 本件発明１の効果について 

 (ア) 本件各発明の効果 

 本件明細書の記載によれば，本件各発明においては，「豆乳発酵飲料において，

ｐＨが４．５未満であり，かつ７℃における粘度が５．４～９．０ｍＰａ・ｓであ

り，ペクチン及び大豆多糖類を含む」という構成を採用することにより，ペクチン

及び大豆多糖類の添加によって高くなった粘度が，（上記構成の範囲内で）ペクチ

ン及び大豆多糖類の割合を多少変えた場合でも粘度の急激な低下を生じることなく，

ほぼ一定の粘度を保つことができるようになり，良好な分散状態を保つことができ，

ひいてはタンパク質成分等の凝集が抑制されるという効果が奏される。 

 また，本件明細書の記載によれば，本件各発明においては，①ペクチンの添加量
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を２０～６０質量％とした場合，酸味が抑制される効果を奏するとともに，後味が

より優れるという効果を奏する，②ペクチンの添加量を３０～６０質量％とした場

合，上記①の効果に加え，口当たりが優れるという効果を奏する，③ペクチンの添

加量を３０～５０質量％とした場合，上記②の効果に加え，特に酸味が抑制される，

という効果が奏される。 

 (イ) 本件発明１の構成を採用することにより，タンパク質成分等の凝集が抑制

され，粘度が安定化することに加え，酸味の抑制効果及び後味に優れるという効果

を奏する（上記①）。このうち，特に酸味の抑制及び後味に優れるという効果は，

蛋白質成分の凝集の抑制とは異質の効果であり，また，引用例１その他の証拠にそ

のような記載はない。 

 したがって，本件発明１は，本件特許出願時に当業者が予測できない異質な効果

を奏するものである。 

 エ 小括 

 以上より，本件発明１は進歩性が認められるというべきである。 

 〔被告の主張〕 

 ア 原告の主位的主張について 

 (ア) 原告は，審判段階において本件審決の相違点の認定につき争っていない。

すなわち，主位的主張は，本件審判段階で審理の対象とされたものではないことか

ら，審決取消訴訟において審決の違法事由として主張することは認められない。 

 (イ) 審決取消訴訟の対象である特許発明と引用発明との相違点の認定について

は，「発明の技術的課題の解決の観点」を考慮し，「まとまりのある構成を単位と

して認定」することが相当である。特に，「発明の技術的課題の解決の観点」から

「技術的意義が同一であるとはいえない」構成については，「まとまりのある構成」

であるとはいえない。 

 本件においては，以下のとおり，本件明細書の開示に鑑みても，相違点１－１～

１－４に係る構成は，「技術的意義が同一であるとはいえない」構成であるから，
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「まとまりのある構成」とはいえない。 

 本件明細書の実施例では，ｐＨ，粘度，及びペクチンと大豆多糖類の添加量総量

に対するペクチンの添加量は別々のパラメータとして取り扱われ，これらのパラメ

ータは豆乳発酵飲料の組成として個別に記載がされており，それぞれの寄与するメ

カニズムも異なるものと考えられている。そうすると，これらのパラメータの組合

せが「発明の技術的課題解決の観点から，まとまりのある構成」であるとは認めら

れない。 

 そもそも，本件発明１による課題の解決との関係からは，これらのパラメータに

ついて特許請求の範囲に記載された数値範囲に限定することに技術的意義はない。

すなわち，本件明細書によれば，豆乳発酵飲料のｐＨとして本件発明１の構成を採

用したことによる効果として，タンパク質成分等の凝集が抑制されているとはいえ

ないし，本件発明１の範囲外のｐＨの場合でも，粘度は本件発明１の範囲内にある

ものがあることなどから，本件発明１の構成において「粘度が５．４～９．０ｍＰ

ａ・ｓであ」ると数値範囲を選択していることの技術的意義も認められない。そう

すると，これらのパラメータの組合せをもって「発明の技術的課題解決の観点から，

まとまりのある構成」であるとは認められない。 

 加えて，実施例のサンプルはいずれも豆乳発酵飲料であり，豆乳発酵飲料でない

場合に本件発明１の効果が得られないことは示されていない。ペクチンと大豆多糖

類によるタンパク質成分等の凝集抑制の効果は，あくまで成分たるタンパク質に対

するものであり，その効果が確認されるのは豆乳発酵物に限定されるものではない。

したがって，豆乳発酵飲料であることについても，上記各パラメータとの組合せが，

まとまりのある構成であるとはいえない。 

 (ウ) 仮に，相違点１－１～１－４を１つのまとまりのある構成と見たとしても，

上記のとおり，本件発明１は技術的意義に乏しく，そもそも保護の必要性に欠ける。 

 イ 予備的主張について 

 (ア) 相違点１－１について 
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 ａ 本件明細書記載の官能評価試験の方法は，本件明細書によれば，「訓練され

たパネル」による「Visual Analogue Scale 法」によるものと理解できる。 

 しかし，「酸っぱい風味」，「後に残る酸味」及び「口当たりの滑らかさ」とい

った異なる官能評価項目について，それぞれ Visual Analogue Scale 法における評

価の基準については記載がなく，また，評価に当たりパネル間で判断基準を共通に

するなどの手順が踏まれたことや各パネルの個別の評点についても記載されていな

い。このため，本件明細書からは，原告が実施した各官能評価項目の評価方法が合

理的であったと認めることはできない。 

 そうすると，本件明細書記載の官能評価試験の結果からは，「酸味が抑制される

効果」，「後味がより優れるという効果」，「口当たりが優れるという効果」及び

「特に酸味が抑制される」といった効果が得られることが裏付けられているとはい

えない。 

 ｂ 仮に，本件明細書記載の官能評価試験の結果が合理的な評価方法に基づくも

のであったとしても，Visual Analogue Scale 法における評点の基準が明らかにさ

れていない以上，当該数値範囲内にあることで酸味が抑制されていると理解するこ

とはできない。また，原告の主張するペクチン添加割合の範囲内で認められる評価

項目の評点は，それらのペクチンの添加割合の範囲内にない場合でも同様のスコア

が示されている。このため，原告が主張するペクチンの添加割合の範囲内とするこ

とにより風味や味，口当たりに対する効果が奏されているとは認められない。 

 ｃ また，ｐＨ４．５未満の全域で効果が認められる必要がないとしても，実施

例にはｐＨ４．３の場合でさえ有利な効果が示されているとはいえず，ｐＨ４．５

未満（例えばｐＨ４．４）の場合に，原告が主張する有利な効果が得られているこ

との根拠としては不十分である。同様に，仮に技術常識から限定される豆乳発酵飲

料としてあり得るｐＨの下限が４．１であったとしても，ｐＨ４．５未満である場

合に有利な効果が得られていることの根拠としては不十分である。 

 さらに，原告は「酸味の抑制効果等はｐＨが０．１程度変動することで大きく変
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わることも考えにくい」とするが，具体的な根拠は示されていない。むしろ，当業

者の技術常識からすればｐＨが０．１低下することは酸味抑制に強く影響を与える

ことが推測されるし，原告自身，本件明細書ではｐＨが０．２変動することで粘度

の急激な低下が起こる旨を説明しており，ｐＨの変動に関して自己に都合の良いよ

うに矛盾した主張をしている。 

 加えて，そもそも，豆乳発酵飲料の酸味や味は，発酵させる豆乳の種類・濃度，

使用する乳酸菌の種類，用いるペクチンや大豆多糖類の種類等，様々な要因によっ

て変動するところ，本件明細書記載の実施例では，試験例１で製造された特定の豆

乳発酵飲料のみが用いられている。このような特定の豆乳発酵飲料において，仮に

原告が主張する「酸味が抑制され，後味に優れる」との効果が得られるとしても，

そのような効果が本件発明１の構成を組み合わせて採用されたあらゆる豆乳発酵飲

料において得られると理解することはできない。 

 (イ) 相違点１－２について 

 消費者の嗜好に従い飲料の粘度が変化することがあるとしても，一般的に，同一

のブランド名での製品として販売する以上は「粘度が顕著に変更されたとは考え難

い」とすることが当業者の技術常識である。 

 したがって，本件審決が，本件特許出願日前から測定時まで同一のブランド名で

販売されている製品である甲１３及び１７記載の粘度を根拠として本件特許出願時

の市販飲料が採用している粘度の数値範囲を認定したことは適切である。 

 また，甲１３及び５６の測定結果からは，蛋白飲料の粘度測定の結果自体，その

特性としてある程度幅のある値が得られるものと考えられる。このことに鑑みれば，

本件発明１の粘度の数値範囲の値は，消費者に受け入れられる飲料の粘度の数値範

囲として普通のものであり，当業者が消費者に受け入れられる飲料とするために適

宜なし得る設計事項にすぎない。 

 (ウ) 相違点１－３について 

 本件審決が容易想到性の判断の根拠としたのは引用例１の明細書中の記載であり，
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当該明細書に記載された数値範囲からペクチンと大豆多糖類の数値の下限同士，上

限同士の組合せを選択した結果ではない。当該明細書の記載からは，当業者であれ

ば，本件審決が判断したようなペクチン及び大豆多糖類の組合せを認識するのであ

り，ペクチン及び大豆多糖類の数値範囲のそれぞれの上限と下限の組合せを当業者

があえて選択することを示唆する記載は認められない。 

 また，引用例１の実験例２は脱脂粉乳であるが，引用発明１－１は「粘度感を生

じさせることなしに酸性蛋白食品における蛋白質粒子の凝集，沈殿，相分離などの

欠点を防止する」という課題を解決する酸性蛋白食品に関するものであり，この酸

性蛋白食品には，脱脂乳や，豆乳を含む動植物性蛋白を乳酸菌発酵させた発酵乳を

原料として製造されたものが含まれる。引用発明１－１の酸性蛋白食品において，

その原料である動植物性蛋白が脱脂乳であるか，豆乳を乳酸菌発酵させたものであ

るかという違いは課題解決に影響するものではなく，引用発明１－１の酸性蛋白食

品は，脱脂乳を用いた酸性飲料のみならず豆乳発酵飲料をも含むことは，当業者で

あれば容易に理解できる。 

 さらに，甲６記載のとおり，ペクチンと大豆多糖類によるタンパク質成分等の凝

集抑制の効果はあくまで成分たるタンパク質に対するものであり，その効果が確認

される点では脱脂粉乳も豆乳発酵物も同じである。 

 加えて，引用例１には，「ＨＭペクチンと大豆多糖類を『併用』する」ことを示

唆した上で，ペクチンと大豆多糖類の添加量に関してそれぞれ特定した記載がある

ことから，引用発明１－１は当然にペクチン及び大豆多糖類の添加量総量に対する

ペクチンの添加量をコントロールしているものである。 

 また，甲６に示されているように，タンパク質を含む酸性飲料において，ＨＭペ

クチンと大豆多糖類の配合割合を調整することによってタンパク質の安定化に対す

る相乗効果が得られることは，本件特許出願日以前に公知であった。 

 (エ) 相違点１－４について 

 引用例１【０００５】，【０００７】の記載からは，「動植物性蛋白」には豆乳
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を発酵させた発酵乳が含まれること，「酸性蛋白飲料」は豆乳を発酵させた発酵乳

が含まれる「動植物性蛋白」を原料としていることは，文言上明らかである。これ

に対し，何ら根拠なく「発酵乳」の記載を分類し，引用例１に記載のない「通常の

発酵乳」という概念を取り入れ，同様に豆乳の発酵物の風味の違いを根拠として

「酸性蛋白食品」には含まれないなどとする原告の主張は，引用例１の記載に基づ

くものでない。 

 ウ 本件各発明の効果について 

 前記ア(イ)のとおり，豆乳発酵飲料のｐＨとして本件発明１の構成を採用したこ

とによる効果としてタンパク質成分等の凝集が抑制されているとはいえず，また，

本件発明１に係る粘度の範囲についても，その数値範囲の選択に技術的意義は認め

られない。本件明細書記載の官能評価試験の結果も，酸味抑制効果，後味がより優

れるという効果，口当たりが優れるという効果，特に酸味が抑制されるといった効

果を裏付けるものとはいえない（前記イ(ア)）。 

 ⑵ 取消事由１－２：引用発明２－１に基づく進歩性判断の誤り 

 〔原告の主張〕 

 ア 主位的主張 

 (ア) 前記⑴〔原告の主張〕アと同様の理由から，本件発明１と引用発明２－１

の相違点は，以下の相違点２－Ａである。 

 相違点２－Ａ：本件発明１では，７℃における粘度が５．４～９．０ｍＰａ・ｓ

であり，かつ，ペクチンに加え大豆多糖類を含み（但し，ペクチン及び大豆多糖類

が，ペクチンと大豆多糖類とが架橋したものである豆乳発酵飲料を除く。），ペク

チンの添加量が，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して２０

～６０質量％であるのに対して，引用発明２－１では，粘度が不明であり，また，

大豆多糖類を含まない点。 

 (イ) 引用発明２－１が本件発明１に至るには，大豆多糖類を添加し，ペクチン

の添加量を所定の割合に調整し，最終的な粘度を所定の範囲内に限定しなければな



 

29 

 

らない。上記各構成を容易に想到し得なかったことは，前記⑴〔原告の主張〕ア

(ウ)と同様である。 

 また，そもそも引用例２は，豆乳の乳酸菌による発酵，飲料等への利用及び豆乳

製品に使用するフレーバーに関して述べられた文献であり，酸味の抑制という課題

ないし効果の発想が存在しないし，ｐＨの範囲の限定，粘度の限定，ペクチン及び

大豆多糖類の添加量の比率の調整といった各構成を同時に適用することで酸味を抑

制するという効果が生じることについても，一切記載はない。 

 そうすると，引用発明２－１につき相違点２－Ａに係る本件発明１の構成を同時

に採用することは，容易でなかったというべきである。 

 イ 予備的主張 

 仮に相違点２－１及び２－２の認定に誤りがないとしても，以下のとおり，引用

発明２－１から各相違点に係る本件発明１の構成に想到することは容易でない。 

 (ア) 相違点２－１について 

 前記⑴〔原告の主張〕イ(イ)と同様である。 

 (イ) 相違点２－２について 

 ａ 引用発明２－１は，発酵豆乳入りウォータータイプ処方例として記載された

清涼飲料水であり，そもそも沈殿防止（安定性向上）の要求はそれほど高くない。

しかも，引用発明２－１は，２％ＨＭペクチン溶液１５％の添加により充分な安定

性効果を発揮できていると考えられるため，更なる安定性向上を図るという課題は

存在しない。 

 また，引用例１にはＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類を併用することが記載され

ているが，併用したことによる効果として，酸性乳飲料の糊状感が改善されると共

に沈殿，上澄みが生じないことが記載されているのみである。他方，引用発明２－

１は糊状感という課題はなく，更なる安定性向上を図るという課題もない。このた

め，引用発明２－１につき，引用例１を参酌して，２％ＨＭペクチン溶液をＨＭペ

クチンと水溶性大豆多糖類の併用に置き換える動機付けは存在しない。 
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 さらに，引用例１からはＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類を併用するという思想

が読み取れるだけであり，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量に対するペクチン

の添加量をコントロールするという思想は読み取れない。 

 したがって，引用発明２－１につき，引用例１を参酌することは考えられない。 

 ｂ 甲４には，ペクチン及び大豆多糖類を併用した酸性豆乳飲料の例が記載され，

その効果として風味を損なうことなく優れた品質安定化をもたらすことが記載され

ている。他方，引用発明２－１は，風味が損なわれていることをうかがわせる記載

も，更なる安定性向上を図るという課題もない。このため，引用発明２－１につき，

甲４を参酌して，２％ＨＭペクチン溶液をＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類の併用

に置き換える動機付けは存在しない。 

 また，甲４記載の発明はｐＨ４．５～５．２に調整した酸性豆乳飲料を前提とす

るものであり，当該文献に記載された技術手段もその前提に沿って理解する必要が

あることから，仮に甲４の製品２０及び２１を参照してペクチン及び大豆多糖類を

併用した場合，ｐＨも４．５～５．２に調整するのが自然である。ところが，その

場合，本件発明１の「ｐＨが４．５未満である」との構成を満たさなくなるため，

本件発明１の構成に想到することはない。 

 さらに，甲４からは，「ｐＨが４．５未満である」との構成を維持したままペク

チン及び大豆多糖類を併用することや，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量に対

するペクチンの添加量をコントロールするという思想も読み取れない。 

 ｃ 甲６には，酸乳飲料で大豆多糖類とＨＭペクチンを併用したことで安定化効

果が向上すること（沈殿率が低下すること）が記載されている。他方，引用発明２

－１には更なる安定性向上を図るという課題はない。このため，引用発明２－１に

つき，甲６を参酌して，２％ＨＭペクチン溶液をＨＭペクチンと大豆多糖類の併用

に置き換える動機付けは存在しない。 

 また，甲６には大豆多糖類とＨＭペクチンの割合を振った試験結果が示されてい

るものの，割合によって安定化効果の程度に差があることなどが読み取れるだけで
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ある。他方，引用発明２－１には，更なる安定性向上を図るという課題がなく，酸

乳飲料でもない。このため，引用発明２－１につき，甲６を参酌してＨＭペクチン

と大豆多糖類の割合をコントロールする動機付けはないし，そもそもＨＭペクチン

と大豆多糖類の併用に置き換える動機付けが存在しない。 

 ｄ 本件審決は，引用例２の「ペクチン以外では，アルギン酸エステルなども使

用される。」との記載が，ペクチン以外の安定剤を用いる示唆であるとする。 

 しかし，ある発明が容易想到であると判断するためには，先行技術の内容の検討

に当たっても，当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成

り立つのみでは十分ではなく，当該発明の特徴点に到達するためにしたはずである

という示唆等が存在することが必要である。また，周知技術又は公知技術であるか

らといって，当然に，引用発明に周知技術を適用することで容易性が認められるわ

けでもない。 

 引用例２の上記記載は，ペクチンに代わってアルギン酸エステルが安定剤として

用いられ得ることは示すものの，大豆多糖類が安定剤として用いられ得るとの記載

はなく，大豆多糖類を用いたはずだといえる示唆はない。また，上記記載は，ペク

チンの「代わりに」アルギン酸エステル等が用いられることが指摘されているもの

の，ペクチンとアルギン酸エステル等が「併用」されることについては記載してお

らず，ペクチンと他の安定剤を「併用」したはずだといえる示唆もない。 

 以上より，ペクチンと大豆多糖類を併用することが周知技術として存在するか否

かにかかわらず，引用発明２－１から本件発明１に至ることが容易とはいえない。 

 ｅ 甲１，４及び６には，ペクチンと大豆多糖類の各添加量に関する記載はある

ものの，これらの記載には，単にペクチンと大豆多糖類の添加量をそれぞれ変化さ

せることがあり得ること以上の示唆はない。すなわち，これらの記載から，必ずし

も「ペクチンの添加量をペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対し

て，２０～６０質量％」とする構成を想到することが容易といえることにはならな

い。 
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 原告は，ｐＨを４．５未満に限定する構成を採用することを前提に，「ペクチン

の添加量をペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して，２０～６

０質量％」とすることで，「粘度の急激な低下を生じることなく，ほぼ一定の粘度

を保つことができる」，「２０～６０質量％の範囲であれば，酸味を抑制するとと

もに，後味が優れる」との発見があったことから，「２０～６０質量％」との構成

に想到した。他方，引用例２にも，引用例１，甲４及び６にも，そのような発見に

関する記載は存在しない。 

 以上より，引用例１，甲４及び６の記載を参照しても，引用発明２－１について，

「ペクチンの添加量をペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して，

２０～６０質量％」とする構成に想到することは容易でない。 

 ウ 当業者が予測できない異質な効果 

 前記⑴〔原告の主張〕ウのとおり。 

 エ 小括 

 以上より，引用例２－１との関係でも，本件発明１は進歩性が認められる。 

 〔被告の主張〕  

 ア 主位的主張について 

 前記⑴〔被告の主張〕アと同様である。 

 イ 予備的主張について 

 (ア) 相違点２－１について 

 前記⑴〔被告の主張〕イ(イ)と同様である。 

 (イ) 相違点２－２について 

 引用例２記載の表３の発酵豆乳入りウォータータイプ処方例は，発酵豆乳を使用

した酸性飲料の風味を検討した処方例として記載されているのであって，完成品の

処方ではなく，添加物や安定性，殺菌条件等について検討の余地のある処方である。 

 したがって，引用発明２－１は，「更なる安定性向上を図るという課題は存在し

ない」といったものではなく，むしろ種々の検討を加えることを許容するものであ
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り，甲１，４及び６記載の事項を参酌する動機付けは十分に存在している。 

 また，酸性飲料の安定性についての課題を有する引用例２において，ペクチン以

外の安定剤の使用が示唆され，かつ，安定剤の使用例としてペクチンと大豆多糖類

の併用やその効果が記載された甲１，４及び６の記載に接した当業者であれば，安

定剤として単独でのペクチンの使用に代えてペクチンと大豆多糖類の併用という構

成を採用することの示唆があると判断する。 

 ⑶ 取消事由１－３：引用発明３に基づく進歩性判断の誤り 

 〔原告の主張〕 

 ア 主位的主張 

 (ア) 前記⑴〔原告の主張〕アと同様の理由から，本件発明１と引用発明３の相

違点は，以下の相違点３－Ａである。 

 相違点３－Ａ：本件発明１では，７℃における粘度が５．４～９．０ｍＰａ・ｓ

であり，かつ，ペクチンに加え大豆多糖類を含み（但し，ペクチン及び大豆多糖類

が，ペクチンと大豆多糖類とが架橋したものである豆乳発酵飲料を除く。），ペク

チンの添加量が，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して，２

０～６０質量％であるのに対して，引用発明３では，粘度が不明であり，また，ペ

クチンを含まない点。 

 (イ) 引用発明３が本件発明１に至るには，ペクチンを添加し，ペクチンの添加

量を所定の割合に調整し，最終的な粘度を所定の範囲内に限定しなければならない。

上記各構成を容易に想到し得なかったことは，前記⑴〔原告の主張〕ア(ウ)と同様

である。 

 また，そもそも引用例３は，一定の乳酸菌を用いて豆乳を発酵させることにより，

豆臭・えぐみ・総合的な味が改善すること及び保存期間を長くすることができるこ

とについての発明が記載されたものであるが，酸味の抑制という課題ないし効果の

発想が存在しないし，ｐＨの範囲の限定，粘度の限定，ペクチン及び大豆多糖類の

添加量の比率の調整といった各構成を同時に適用することで，酸味を抑制するとい
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う効果が生じることについても，一切記載はない。 

 そうすると，引用発明３につき相違点３－Ａに係る本件発明１の構成を同時に採

用するということは，容易でなかったというべきである。 

 イ 予備的主張 

 (ア) 仮に相違点３－１及び３－２の認定に誤りがないとしても，以下のとおり，

引用発明３から各相違点に係る本件発明１の構成に想到することは容易でない。 

 ａ 相違点３－１について 

 前記⑴〔原告の主張〕イ(イ)と同様である。 

 ｂ 相違点３－２について 

 前記⑵〔原告の主張〕イ(イ)と同様である。 

 ウ 本件発明１の効果 

 前記⑴〔原告の主張〕ウと同様である。 

 〔被告の主張〕 

 ア 主位的主張について 

 前記⑴〔被告の主張〕アと同様である。 

 イ 予備的主張について 

 (ア) 相違点３－１について 

 前記⑴〔被告の主張〕イ(イ)と同様である。 

 (イ) 相違点３－２について 

 前記⑵〔被告の主張〕イ(イ)と同様である。 

 ２ 取消事由２（本件発明２についての進歩性判断の誤り） 

 ⑴ 取消事由２－１：引用発明１－１に基づく進歩性判断の誤り 

 〔原告の主張〕 

 本件発明２は本件発明１の従属項であり，本件発明１の進歩性は認められるべき

であることから，本件発明２も進歩性の点で欠けることはない。 

 〔被告の主張〕 
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 本件発明１について進歩性が認められないことから，本件発明２も進歩性は認め

られない。 

 ⑵ 取消事由２－２：引用発明２－１に基づく進歩性判断の誤り 

 〔原告の主張〕 

 前記⑴〔原告の主張〕と同様である。 

 〔被告の主張〕 

 前記⑴〔被告の主張〕と同様である。 

 ⑶ 取消事由２－３：引用発明３に基づく進歩性判断の誤り 

 〔原告の主張〕 

 前記⑴〔原告の主張〕と同様である。 

 〔被告の主張〕 

 前記⑴〔被告の主張〕と同様である。 

 ３ 取消事由３（本件発明３についての進歩性判断の誤り） 

 ⑴ 取消事由３－１：引用発明１－１に基づく進歩性判断の誤り 

 〔原告の主張〕 

 ア 本件発明３は本件発明１又は２の従属項であるところ，本件発明１及び２の

進歩性は認められるべきであることから，本件発明３も進歩性の点で欠けることは

ない。 

 イ 相違点１－６について 

 前記１⑴〔原告の主張〕イ(エ)のとおり，豆乳を発酵させる場合，大豆特有の渋

味，豆臭，青臭み等の違和感が増幅され，発酵乳と比較して風味が決定的に劣ると

いうことは，本件特許出願時における当業者の技術常識であった。そうである以上，

引用例１に「動植物性蛋白」を乳酸菌を用いて発酵させる手法が形式上示されてい

たとしても，当業者が，発酵豆乳の上記課題を解決し得るものでない引用発明１－

１において，「動植物性蛋白」を豆乳に置き換え，豆乳を乳酸菌で発酵させること

に想到することは，容易になし得たものではない。 
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 したがって，相違点１－６に係る本件発明３の構成を採用することは，容易に想

到し得るものではない。本件発明３の進歩性は認められるべきである。 

 〔被告の主張〕 

 本件明細書においては，風味，味等に関しては「酸っぱい風味」，「後に残る酸

味」及び「口当たりの滑らかさ」を検討しているのみであり，大豆特有の渋味，豆

臭，青臭み等についての効果は何ら検討，確認されておらず，これらの点と本件各

発明の効果とは関係がない。 

 また，仮に本件各発明が大豆特有の渋み，豆臭，青臭み等についての効果を奏す

るとしても，甲４には，豆乳に微生物を作用させて得られる発酵豆乳は豆乳の呈味

改善効果を有することが記載されており，豆乳に微生物を作用させて豆乳の呈味改

善効果を得ること自体は公知であった。 

 よって，当業者が，引用発明１－１において，「動植物性蛋白」を豆乳に置き換

え，豆乳を乳酸菌で発酵させることに想到することは，容易になし得たことである。 

 ⑵ 取消事由３－２：引用発明２－１に基づく進歩性判断の誤り 

 〔原告の主張〕 

 本件発明３は，本件発明１の従属項であるところ，本件発明１の進歩性は認めら

れるべきであるから，本件発明３も進歩性の点で欠けることはない。 

 〔被告の主張〕 

 引用例２には，乳酸菌を用いて発酵豆乳を得ることが記載されているから，引用

発明２－１において，豆乳を乳酸菌により発酵させて発酵豆乳を得ることは当業者

が容易に想到し得たことである。 

 ⑶ 取消事由３－３：引用発明３に基づく進歩性判断の誤り 

 〔原告の主張〕 

 前記⑵〔原告の主張〕と同様である。 

 〔被告の主張〕 

 引用例３には乳酸菌を用いて発酵乳を得ることが記載されているから，相違点３
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－４は実質な相違点ではない。 

 ４ 取消事由４（本件発明４についての進歩性判断の誤り） 

 ⑴ 取消事由４－１：引用発明１－１に基づく進歩性判断の誤り 

 〔原告の主張〕 

 ア 本件発明４は本件発明３の従属項であるところ，本件発明３の進歩性は認め

られるべきであるから，本件発明４も進歩性の点で欠けることはない。 

 イ 当業者が予測できない異質な効果 

 本件明細書によれば，本件発明４の構成を採用することで豆乳臭が十分に低減さ

れ，かつ爽やかな風味を有する豆乳発酵飲料を提供することができる。このような

効果は，引用発明１－１の効果（粘度感を生じさせることなしに酸性蛋白食品にお

けるタンパク質粒子の凝集，沈殿，相分離等の欠点を防止する等）とは異質である

とともに，引用例１その他の証拠にも，豆乳に乳酸菌としてラクトバチラス・ブレ

ビス類を用いることによる効果に関する記載はない。 

 このように，本件発明４は，本件特許出願時に当業者が予測できない異質な効果

を奏することから，その進歩性は肯定されるべきである。 

 〔被告の主張〕 

 ラクトバチラス・ブレビス自体は，本件特許出願日前に豆乳を発酵させる乳酸菌

として周知な菌株であり，また，ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８８０３（受託

番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３２），ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８０２７

（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３０），ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８

０４４（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３１），ラクトバチラス・ブレビスＪ

ＣＭ１０６１，ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６５，及びラクトバチラス・

ブレビスＪＣＭ１１７０についても，いずれも本件特許出願日前に公知であった菌

株である。 

 また，前記３⑴〔被告の主張〕のとおり，本件明細書においては，豆乳臭や爽や

かな風味についての効果は検討，確認されておらず，本件発明４の効果とは何ら関
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係がなく，これらの点に関して異質な効果も認められていない。 

 ⑵ 取消事由４－２：引用発明２－１に基づく進歩性判断の誤り 

 〔原告の主張〕 

 ア 本件発明は，本件発明１の従属項であるところ，本件発明１の進歩性は認め

られるべきであるから，本件発明４も進歩性の点で欠けることはない。 

 イ 前記⑴〔原告の主張〕イと同様である。 

 〔被告の主張〕 

 前記⑴〔被告の主張〕と同様である。 

 ⑶ 取消事由４－３：引用発明３に基づく進歩性判断の誤り 

 〔原告の主張〕 

 ア 相違点の認定の誤り 

 本件発明４は，発酵に用いる乳酸菌を特定しているため，引用発明３が乳酸菌を

用いているのであれば，当該乳酸菌が引用発明３の構成要素として新たに特定され

るべきである。引用例３によれば，そのような乳酸菌として，ラクトバチルス・ア

シドフィルス，ラクトバチルス・カゼイ及びストレプトコッカス・サーモフィルス

を用いていることがわかる。 

 そうすると，相違点３－５は，正しくは以下の相違点３－５’と認定されるべき

である。 

 相違点３－５’：本件発明４では，「前記乳酸菌が，ラクトバチラス・ブレビス

ＳＢＣ８８０３（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３２），ラクトバチラス・ブ

レビスＳＢＣ８０２７（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３０），ラクトバチラ

ス・ブレビスＳＢＣ８０４４（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ１０６３１），ラクトバ

チラス・ブレビスＪＣＭ１０６１，ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６５，及

びラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１１７０から選択される少なくとも１種を含む」

のに対して，引用発明３は，乳酸菌として，ラクトバチルス・アシドフィルス，ラ

クトバチルス・カゼイ及びストレプトコッカス・サーモフィルスを用いている点。 
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 イ 相違点３－５’について 

 (ア) そもそも，本件発明４は本件発明３の従属項であるところ，本件発明３の

進歩性は認められるべきであるから，本件発明４も進歩性の点で欠けることはない。 

 (イ) 引用発明３から相違点３－５’に係る本件発明４の構成に至ることは，容

易ではない。 

 すなわち，甲１６には，「ラクトバチラス・ブレビスは古くから発酵食品に利用

されている乳酸菌の一種である」との記載がある。 

 しかし，当該発明が容易想到であると判断するためには，先行技術の内容の検討

に当たっても，当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成

り立つのみでは十分ではなく，当該発明の特徴点に到達するためにしたはずである

という示唆等が存在することが必要である。また，周知技術又は公知技術であるか

らといって，当然に，引用発明に周知技術を適用することで容易性が認められるわ

けでもない。 

 引用発明３は，従来技術であるビフィドバクテリウム族に属する乳酸菌を用いて

豆乳を発酵させる場合，酢酸臭を発生させるため嗜好性に悪影響を及ぼすという問

題点があること，従来の発酵豆乳は貯蔵過程で豆臭が発生する問題があり，これを

解決するために熱処理により菌を破壊しても，製品の凝析や不快な味の発生といっ

た問題点が生じることを克服することが課題である。そして，引用例３によれば，

ラクトバチルス・アシドフィルスと，ラクトバチルス・カゼイ及びストレプトコッ

カス・サーモフィルスを採用することは，引用発明３の課題達成のため必須の構成

として採用されているといえ，これらの乳酸菌を，ラクトバチルス・ブレビスその

他のものに置き換えることについての示唆はない。また，引用例３に接した当業者

は，引用発明３の効果は「ラクトバチルス・ブルガリクスとラクトバチルス・アシ

ドフィルスからなる群から選択される菌株１種と，ラクトバチルス・カゼイ及びス

トレプトコッカス・サーモフィルスを豆乳に接種して発酵させること」でようやく

達成できるものと認識するのであり，これをラクトバチラス・ブレビスで置き換え
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られるとは認識しない。 

 以上より，引用例３には，本件発明４の特徴点に到達するためにしたはずである

という示唆等が存在したとはいえないから，相違点３－５’に係る本件発明４の構

成につき容易想到性は認められない。 

 (ウ) 当業者が予測できない異質な効果 

 前記⑴〔原告の主張〕イと同様である。 

 〔被告の主張〕 

 前記⑴〔被告の主張〕と同様である。 

 ５ 取消事由５（本件発明５についての進歩性判断の誤り） 

 ⑴ 取消事由５－１：引用発明１－２に基づく進歩性判断の誤り 

 〔原告の主張〕 

 ア 主位的主張 

 (ア) 前記１⑴〔原告の主張〕ア(ア)と同様の理由から，本件発明５と引用発明

１－２の相違点は，以下の相違点１－Ｂである。 

 相違点１－Ｂ：本件発明５は，ｐＨが４．５未満で，７℃における粘度が５．４

～９．０ｍＰａ・ｓで，豆乳を乳酸菌で発酵させて豆乳発酵物を得る工程を有し，

当該豆乳発酵物に添加するペクチンの添加量がペクチン及び大豆多糖類の添加量総

量１００質量％に対して２０～６０質量％であり，「食品」が「豆乳発酵飲料」で

あるのに対し，引用発明１－２は，ｐＨが２．５～５．０で，粘度不明で，豆乳発

酵物を得る工程がなく，ペクチンと大豆多糖類の比率が不明であり，「食品」が酸

性蛋白食品である点。 

 (イ) 前記１⑴〔原告の主張〕ア(ウ)と同様に，仮に，「ｐＨを４．５未満」と

する構成，「７℃における粘度を５．４～９．０ｍＰａ・ｓ」とする構成，「ペク

チンの添加量をペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して，２０

～６０質量％」とする構成，及び「豆乳を乳酸菌で発酵させて豆乳発酵物を得る工

程」を有する構成を採用することが，それぞれ個別には容易であり得たとしても，
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全ての構成を同時に採用することの動機付けは存在しない。 

 したがって，本件特許出願時点で引用発明１－２につき相違点１－Ｂに係る本件

発明５の構成を採用することは，容易でなかったというべきである。 

 イ 予備的主張 

 仮に相違点１－９の容易想到性を個別に判断するとしても，前記１⑴〔原告の主

張〕イ(エ)のとおり，引用例１に，豆乳発酵飲料も引用発明１－２を適用する対象

としているかのような記載が形式上あったとしても，当業者が，引用発明１－２に

おいて，あえて豆乳発酵物を得る工程を追加し，「酸性蛋白食品」を「豆乳発酵飲

料」に置き換える動機付けはないし，そもそも，引用例１に接した当業者が「酸性

蛋白食品」を豆乳発酵飲料に置き換えられると理解しない。 

 ウ 当業者が予測できない異質な効果 

 前記１⑴〔原告の主張〕ウ(ア)のとおり，本件発明５の構成を採用することによ

り，タンパク質成分等の凝集が抑制され，粘度が安定化することに加え，酸味の抑

制効果及び後味に優れるという効果を奏するところ，特に酸味の抑制及び後味に優

れるという効果は，蛋白質成分の凝集の抑制とは異質の効果であるとともに，引用

例１その他の証拠にも，そのような記載はない。 

 したがって，本件発明５は，本件特許出願時に当業者が予測できない異質な効果

を奏する。 

 エ 以上より，本件発明５は進歩性を認められるべきである。 

 〔被告の主張〕 

 ア 主位的主張について 

 前記１⑴〔被告の主張〕アと同様である。 

 イ 予備的主張について 

 相違点１－９につき，前記１⑴〔被告の主張〕イ(エ)と同様である。 

 ⑵ 取消事由５－２：引用発明２－２に基づく進歩性判断の誤り 

 〔原告の主張〕 
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 ア 主位的主張 

 (ア) 前記⑴〔原告の主張〕ア(ア)と同様の理由から，本件発明５と引用発明２

－２の相違点は，以下の相違点２－Ｂである。 

 相違点２－Ｂ：本件発明５は，７℃における粘度が５．４～９．０ｍＰａ・ｓで，

豆乳を乳酸菌で発酵させて豆乳発酵物を得る工程を有し，添加する工程がペクチン

及び大豆多糖類を添加する工程であって，ペクチン及び大豆多糖類を混合物として，

又はそれぞれ別々に添加する工程であり，当該豆乳発酵物に添加するペクチンの添

加量がペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して２０～６０質

量％であるのに対し，引用発明２－２は，粘度不明で，殺菌発酵豆乳ハピネスＨＦ

ＳＴ－１００を用い，大豆多糖類を添加する工程を備えない点。 

 (イ) 前記⑴〔原告の主張〕ア(ウ)と同様に，本件特許出願時点で引用発明２－

２から相違点２－Ｂに係る本件発明５の構成を採用することは容易でない。 

 イ 予備的主張 

 仮に相違点２－６～２－９の認定に誤りがないとしても，前記１⑴〔原告の主

張〕イと同様に，引用発明２－２から上記各相違点に係る本件発明５の構成に想到

することは容易でない。 

 ウ 当業者が予測できない異質な効果 

 前記⑴〔原告の主張〕ウと同様である。 

 〔被告の主張〕 

 ア 主位的主張について 

 前記１⑴〔被告の主張〕アと同様である。 

 イ 予備的主張について 

 (ア) 相違点２－７及び２－８について 

 前記１⑵〔被告の主張〕イ(イ)と同様である。 

 (イ) 相違点２－９について 

 前記１⑵〔被告の主張〕イ(ア)と同様である。 
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 ６ 取消事由６（本件発明６についての進歩性判断の誤り） 

 ⑴ 取消事由６－１：引用発明１－２に基づく進歩性判断の誤り 

 〔原告の主張〕 

 ア 本件発明６は本件発明５の従属項であるところ，本件発明５の進歩性は認め

られるべきであるから，本件発明６にも進歩性の点で欠けることはない。  

 イ 相違点１－１２について 

 仮に相違点１－１２の容易想到性を個別に判断するとしても，相違点１－１２に

係る本件発明６の構成は，ｐＨを４．５未満に限定する構成を採用することを前提

に，「両者の総添加量に対するペクチンの添加量を調整すれば，粘度の急激な低下

を生じることなく，ほぼ一定の粘度を保つことができる」，「２０～６０質量％の

範囲であれば，酸味を抑制するとともに，後味が優れる」とともに，「ペクチンの

質量％を３０～６０に限定した場合には，２０～６０の場合の効果に加えて，口当

たりが滑らかになる」という効果の発見に伴い特定されたものである。これに対し，

引用例１にはこのような効果に関する記載はなく，ペクチンの添加量をコントロー

ルするという発想もない。 

 よって，引用発明１－２につき，相違点１－１２に係る本件発明６の構成を採用

することは，容易に想到し得るものではない。 

 ウ 当業者が予測できない異質な効果 

 前記１⑴〔原告の主張〕ウ(ア)と同様に，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量

１００質量％に対してペクチンの添加量を３０～６０質量％と設定した場合，タン

パク質成分等の凝集が抑制され，粘度が安定化することに加え，仕上がる豆乳発酵

飲料の酸味が抑制される，後味に優れる，及び口当たりが滑らかになるという効果

を奏する。このうち，特に酸味の抑制効果，後味に優れるという効果，及び口当た

りが滑らかになるという効果は，蛋白質成分の凝集の抑制とは異質の効果であると

ともに，引用例１その他の証拠にもそのような記載はない。 

 したがって，本件発明６は，本件特許出願時に当業者が予測できない異質な効果
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を奏することから，その進歩性は肯定されるべきである。 

 エ したがって，引用発明１－２との関係において，本件発明６は進歩性が認め

られる。 

 〔被告の主張〕 

 相違点１－１２につき，前記１⑴〔被告の主張〕イ(ウ)と同様である。 

 ⑵ 取消事由６－２：引用発明２－２に基づく進歩性判断の誤り 

 〔原告の主張〕 

 ア 本件発明６は本件発明５の従属項であるところ，本件発明５の進歩性は認め

られるべきであるから，本件発明６も進歩性の点で欠けることはない。 

 イ 相違点２－１０についても，前記１⑵〔原告の主張〕イ，前記⑴〔原告の主

張〕イ及びウのとおり，容易に想到できない。 

 ウ したがって，引用発明２－２との関係において，本件発明６は進歩性が認め

られる。 

 〔被告の主張〕 

 相違点２－１０につき，前記５⑵〔被告の主張〕イ(ア)と同様である。 

 ７ 取消事由７（本件発明７についての進歩性判断の誤り） 

 ⑴ 取消事由７－１：引用発明１－２に基づく進歩性判断の誤り 

 〔原告の主張〕 

 ア 本件発明７は本件発明５又は６の従属項であるところ，本件発明５及び６の

進歩性は認められるべきであるから，本件発明７も進歩性の点で欠けることはない。 

 イ 相違点１－１３について 

 仮に相違点１－１３の容易想到性を個別に判断するとしても，相違点１－１３に

係る本件発明７の構成は，ｐＨを４．５未満に限定する構成を採用することを前提

に，「両者の総添加量に対するペクチンの添加量を調整すれば，粘度の急激な低下

を生じることなく，ほぼ一定の粘度を保つことができる」，「３０～６０質量％の

範囲であれば，酸味の抑制効果，後味が優れるという効果，および口当たりがなめ
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らかになる効果を奏する」とともに，「ペクチンの質量％を３０～５０に限定した

場合には，ペクチンの質量％が３０～６０の場合の効果に加えて，酸味抑制効果が

さらに顕著になる」という効果の発見に伴い特定されたものである。これに対し，

引用例１にはこのような効果に関する記載はなく，ペクチンの添加量をコントロー

ルするという発想もない。 

 したがって，引用発明１－２につき，相違点１－１３に係る本件発明７の構成を

採用することは，容易に想到し得るものではない。 

 ウ 当業者が予測できない異質な効果 

 前記１⑴〔原告の主張〕ウ(ア)のとおり，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量

１００質量％に対してペクチンの添加量を３０～５０質量％と設定した場合，タン

パク質成分等の凝集が抑制され，粘度が安定化するということに加え，仕上がる豆

乳発酵飲料の酸味が顕著に抑制される，後味に優れる，及び口当たりが滑らかにな

るという効果を奏し，特に，ペクチンが３０～６０質量％の場合に比べ，より酸味

が抑制されるという効果を奏する。このうち，特に酸味の抑制効果，後味に優れる

という効果，及び口当たりが滑らかになるという効果は，蛋白質成分の凝集の抑制

とは異質の効果であるとともに，引用例１その他の証拠にも，そのような記載はな

い。 

 したがって，本件発明７は，本件特許出願時に当業者が予測できない異質な効果

を奏することから，その進歩性は肯定されるべきである。 

 〔被告の主張〕 

 相違点１－１３につき，前記１⑴〔被告の主張〕イ(ウ)と同様である。 

 ⑵ 取消事由７－２：引用発明２－２に基づく進歩性判断の誤り 

 〔原告の主張〕 

 ア 本件発明７は本件発明５又は６の従属項であるところ，本件発明５及び６の

進歩性は認められるべきであるから，本件発明６も進歩性の点で欠けることはない。 

 イ 相違点２－１１についても，前記１⑵〔原告の主張〕イ，前記⑴〔原告の主
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張〕イ及びウのとおり，容易に想到できず，また，当業者が予測できない異質な効

果を奏する。 

 ウ したがって，引用発明２－２との関係において，本件発明７は進歩性が認め

られる。 

 〔被告の主張〕 

 相違点２－１１につき，前記５⑵〔被告の主張〕イ(ア)と同様である。 

 ８ 取消事由８（本件発明８についての進歩性判断の誤り） 

 ⑴ 取消事由８－１：引用発明１－２に基づく進歩性判断の誤り 

 〔原告の主張〕 

 ア 本件発明８は本件発明５～７の従属項であり，本件発明５～７の進歩性は認

められるから，本件発明８も進歩性の点で欠けることはない。 

 イ 当業者が予測できない異質な効果 

 本件明細書によれば，本件発明８の製造方法を実施することで，豆乳臭が十分に

低減され，かつ爽やかな風味を有する豆乳発酵飲料を提供することができる。この

ような効果は引用発明１－２とは異質であるとともに，引用例１その他の証拠にも，

豆乳に乳酸菌としてラクトバチラス・ブレビス類を用いることによる当該効果に関

する記載はない。 

 したがって，本件発明８は，本件特許出願時に当業者が予測できない異質な効果

を奏することから，その進歩性は肯定されるべきである。 

 〔被告の主張〕 

 前記４⑴〔被告の主張〕と同様である。 

 ⑵ 取消事由８－２：引用発明２－２に基づく進歩性判断の誤り 

 〔原告の主張〕 

 前記⑴〔原告の主張〕と同様である。 

 〔被告の主張〕 

 前記⑴〔被告の主張〕と同様である。 
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 ９ 取消事由９（本件発明９についての進歩性判断の誤り） 

 ⑴ 取消事由９－１：引用発明１－２に基づく進歩性判断の誤り 

 〔原告の主張〕 

 ア 本件発明９は本件発明５～８の従属項であり，本件発明５～８の進歩性は認

められるから，本件発明９も進歩性の点で欠けることはない。 

 イ 当業者が予測できない異質な効果 

 本件明細書の記載によれば，本件発明９の製造方法を実施することで，より一層

豆乳臭が低減され，かつより一層爽やかさのある風味の良い豆乳発酵飲料を提供す

ることができる。このような効果は，引用発明１－２とは異質であるとともに，引

用例１その他の証拠にも，豆乳に乳酸菌としてラクトバチラス・ブレビス類を用い

ることによる当該効果に関する記載はない。 

 したがって，本件発明９は，本件特許出願時に当業者が予測できない異質な効果

を奏することから，その進歩性は肯定されるべきである。 

 〔被告の主張〕 

 前記４⑴〔被告の主張〕と同様である。 

 ⑵ 取消事由９－２：引用発明２－２に基づく容易想到性判断の誤り 

 〔原告の主張〕 

 前記⑴〔原告の主張〕と同様である。 

 〔被告の主張〕 

 前記⑴〔被告の主張〕と同様である。 

第４ 当裁判所の判断 

 １ 本件各発明について 

 ⑴ 本件各発明に係る特許請求の範囲は，前記第２の２のとおりである。また，

本件明細書には，以下の記載がある（なお，図面及び表は別紙図面等目録記載１を

参照）。 

 ア 技術分野 
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 本発明は，豆乳発酵飲料及びその製造方法に関する。（【０００１】） 

 イ 背景技術 

 大豆を加工して製造される豆乳は，低カロリー，低コレステロールであることに

加え，大豆に由来する栄養成分を豊富に含んでおり，健康食品として知られている。

（【０００２】） 

 また，乳酸菌で豆乳を発酵させた豆乳発酵飲料も知られている。（【０００３】） 

 豆乳を酸性領域に調整すると，タンパク質成分等の凝集を生じやすい。この凝集

を抑制する技術手段に関し，例えば，特許文献１（判決注：引用例３）には，上記

３種の乳酸菌により発酵された豆乳に沈殿防止安定剤をさらに添加すること，並び

に沈殿防止安定剤が，水溶性大豆多糖類，微結晶セルロース，及びペクチンから選

択された１種以上であることが記載されている。また，特許文献２（判決注：甲４）

には，安定剤としてペクチンまたはカルボキシメチルセルロースナトリウムを含有

し，そのｐＨが４．５～５．２に調整されたことを特徴とする苦味および渋味の抑

制された酸性豆乳飲料が記載されている。（【０００４】） 

 ウ 発明が解決しようとする課題 

 しかしながら，特許文献１及び２等に記載の技術手段では，タンパク質成分等の

凝集抑制が不十分であるという問題があった。（【０００６】） 

 そこで，本発明は，タンパク質成分等の凝集が抑制された豆乳発酵飲料の提供を

目的とする。本発明はまた，当該豆乳発酵飲料の製造方法の提供も目的とする。

（【０００７】） 

 エ 課題を解決するための手段 

 本発明は，ｐＨが４．５未満であり，かつ７℃における粘度が５．４～９．０ｍ

Ｐａ・ｓである，豆乳発酵飲料を提供する。（【０００８】） 

 本発明の豆乳発酵飲料は，タンパク質成分等の凝集が抑制されている。（【００

０９】） 

 上記豆乳発酵飲料は，以下⑴～⑶…により決定される沈殿量が０ｃｍ超かつ１１
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ｃｍ未満であることが好ましい。（【００１１】） 

 沈殿量が上記範囲内にあることにより，タンパク質成分等の凝集がより抑制され

る。（【００１２】） 

 上記豆乳発酵飲料は，豆乳を乳酸菌により発酵させたものであってもよい。当該

乳酸菌は，ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８８０３（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ

－１０６３２），ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８０２７（受託番号：ＦＥＲＭ 

ＢＰ－１０６３０），ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８０４４（受託番号：ＦＥ

ＲＭ ＢＰ－１０６３１），ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６１，ラクトバ

チラス・ブレビスＪＣＭ１０６５，及びラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１１７０

から選択される少なくとも１種を含むものであってもよい。（【００１３】） 

 また，上記豆乳発酵飲料は，ペクチン及び大豆多糖類を含んでいてもよい。

（【００１６】） 

 本発明はまた，豆乳を乳酸菌で発酵させて豆乳発酵物を得る工程と，豆乳発酵物

に，ペクチン及び大豆多糖類を添加する工程と，豆乳発酵飲料のｐＨが４．５未満

になるようにｐＨ調整する工程と，を備え，上記ペクチンの添加量が，ペクチン及

び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対して，２０～６０質量％である，豆乳

発酵飲料の製造方法を提供する。（【００１７】） 

 上記製造方法によれば，タンパク質成分等の凝集が抑制された豆乳発酵飲料を製

造することができる。（【００１８】） 

 上記製造方法において，上記ペクチンの添加量は，ペクチン及び大豆多糖類の添

加量総量１００質量％に対して，３０～６０質量％であることが好ましい。これに

より，後に残る酸味が低減され，かつ口当たりが滑らかな豆乳発酵飲料を製造する

ことができる。（【００１９】） 

 上記製造方法において，上記ペクチンの添加量は，ペクチン及び大豆多糖類の添

加量総量１００質量％に対して，３０～５０質量％であることが好ましい。これに

より，後に残る酸味が低減されるとともに，酸っぱい風味が抑制され，また口当た
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りがより一層滑らかになる。（【００２０】） 

 上記製造方法において，乳酸菌は，ラクトバチラス・ブレビス（Lactobacillus 

brevis）に属する乳酸菌を含むことが好ましい。ラクトバチラス・ブレビスに属す

る乳酸菌を発酵菌として用いることにより，豆乳臭が充分に低減され，かつ爽やか

な風味を有する豆乳発酵飲料を提供することができる。（【００２１】） 

 上記製造方法において，乳酸菌は，ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８８０３

（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３２），ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８

０２７（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３０），ラクトバチラス・ブレビスＳ

ＢＣ８０４４（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３１），ラクトバチラス・ブレ

ビスＪＣＭ１０６１，ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６５，及びラクトバチ

ラス・ブレビスＪＣＭ１１７０から選択される少なくとも１種を含むことが好まし

い。これらの乳酸菌を発酵菌として用いることにより，より一層豆乳臭が低減され，

かつより一層爽やかさのある風味の良い豆乳発酵飲料を提供することができる。

（【００２２】） 

 本発明はまた，上記製造方法により得られる豆乳発酵飲料を提供する。当該豆乳

発酵飲料は，タンパク質成分等の凝集が抑制されている。また，ラクトバチラス・

ブレビスは，古くから発酵食品に利用されている乳酸菌の一種であり，生体への安

全性が充分に確立されている。（【００２３】） 

 オ 発明の効果 

 本発明によれば，タンパク質成分等の凝集が抑制された豆乳発酵飲料の提供が可

能となる。（【００２４】） 

 カ 発明を実施するための形態 

 〔豆乳発酵飲料〕 

 本発明の豆乳発酵飲料は，ｐＨが４．５未満であり，かつ７℃における粘度が５．

４～９．０ｍＰａ・ｓである。（【００２８】） 

 豆乳発酵飲料の粘度は，…５．９ｍＰａ・ｓ以上であることが好ましく，６．４
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ｍＰａ・ｓ以上であることがより好ましく，６．９ｍＰａ・ｓ以上であることが更

に好ましい。また，粘度は，８．５ｍＰａ・ｓ以下であることが好ましく，８．０

ｍＰａ・ｓ以下であることがより好ましい。（【００２９】） 

 上記豆乳発酵飲料は，沈殿量が０ｃｍ超かつ１１ｃｍ未満であることが好ましい。

…沈殿量は，８．５ｃｍ以下であることがより好ましく，６ｃｍ以下であることが

更に好ましい。（【００３０】） 

 〔ｐＨ調整工程〕 

 ｐＨ調整工程は，最終的に得られる豆乳発酵飲料のｐＨが４．５未満となるよう

に，ｐＨを調整する工程である。…ｐＨ調整工程では，目的とする豆乳発酵物のｐ

Ｈを達成するように，ｐＨ調整剤を添加すればよい。（【００５８】） 

 ｐＨ調整材としては，食品に添加できる酸又はアルカリを用いることができる。

具体的には，例えば，リン酸，塩酸，クエン酸，リンゴ酸，酒石酸，酢酸，コハク

酸等の酸，並びに水酸化ナトリウム，水酸化カリウム，炭酸水素ナトリウム，炭酸

ナトリウム等のアルカリが挙げられる。（【００５９】） 

 キ 実施例 

 ［試験例１：豆乳発酵飲料の製造］ 

  豆乳（おいしい無調整豆乳，キッコーマン株式会社製）９３．６６質量％に砂糖

２質量％，異性化糖２質量％，アルギニン０．１５質量％を添加して混合し，９

５℃３秒間の加熱処理により殺菌した。（【００６５】） 

 殺菌後，４５℃まで冷却し，…酵素処理終了後…酵素失活処理を行った。（【０

０６６】） 

 加熱処理後，３０℃温度まで冷却し，発酵基質を得た。この発酵基質にＳＢＬ８

８乳酸菌（ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８８０３）を３×１０６ｃｆｕ／ｇと

なるように添加し３０℃で１５時間発酵させ豆乳発酵物を得た。（【００６７】） 

 得られた豆乳発酵物に，果糖ぶどう糖液糖…，ペクチン及び大豆多糖類の混合物，

並びにイオン交換水を配合し，リン酸でｐＨを４．２，４．３，４．５又は４．７
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に調整した。各成分（原材料）の配合割合は下記表１に示すとおりである。（【０

０６８】） 

 なお，ペクチン及び大豆多糖類の混合物は，下記表２に示す割合でペクチン…及

び大豆多糖類…を混合して調整した。（【００６９】。なお，赤枠は本件発明１の

ｐＨ及びペクチン添加量に係る構成の範囲内に属するものとして，裁判所が付した

ものである。） 

 ［試験例２：豆乳発酵飲料の粘度及び沈殿量の評価］ 

 〔粘度の評価〕 

 ｐＨを４．２，４．３，４．５又は４．７に調整した豆乳発酵飲料について粘度

を評価した。（【００７１】） 

 〔沈殿量の評価〕 

 ｐＨを４．３又は４．５に調整した豆乳発酵飲料について以下の手順（i）～

（iii）を順に行うことにより沈殿量を評価した。 

 （i）豆乳発酵飲料５０ｍＬを５０ｍＬ遠沈管…に入れ，遠心分離機…にて，２

０℃，１６３１．５×ｇで１０分間遠心分離した。 

 （ii）遠沈管の底部に得られた沈殿の長径（容器外周の最下部を通り，最大とな

る径）及び短径（容器外周の最下部を通り，最小となる径）をメジャーで測定した。 

 （iii）沈殿の長径及び短径を足し合わせ，得られた値を沈殿量とした。 

 なお，遠心分離の前に凝集による沈殿が生じ，上記沈殿量が測定できなかった場

合は０ｃｍとした。（【００７２】） 

 粘度の評価結果を表３及び図２に示す。（【００７３】。なお，表３の赤枠はｐ

Ｈ，ペクチン及び大豆多糖類の添加量の割合並びに粘度が本件発明１の特定する範

囲内にあるものを示し，青枠はそれ以外で粘度のみ本件発明１の範囲内のものを示

すものとして，裁判所が付した。） 

 ペクチン及び大豆多糖類の混合物を添加していないサンプルＮｏ．１との比較か

ら明らかなように，ペクチン及び大豆多糖類の混合物を添加することによって，粘
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度が高くなった（表３及び図２）。また，驚くべきことに，ペクチン及び大豆多糖

類の混合物中のペクチンの割合が９０質量％～２０質量％（サンプルＮｏ．３～Ｎ

ｏ．１０）の範囲では，豆乳発酵飲料のｐＨが４．５以上である場合，ｐＨが４．

５未満である場合と比較して，粘度の急激な低下が認められた（特に，図２参照）。

一方，ｐＨが４．５未満の場合はペクチンの割合が上記範囲内にある場合ほぼ一定

の粘度を有していた（表３及び図２）。（【００７４】） 

 沈殿量の評価結果を表４及び図３に示す。（【００７５】。なお，表４の赤枠は

ｐＨ，ペクチン及び大豆多糖類の添加量の割合並びに沈殿量が本件発明１の特定す

る範囲内にあるものを示し，青枠はそれ以外で沈殿量のみ本件発明１の範囲内のも

のを示すものとして，裁判所が付した。） 

 ペクチン及び大豆多糖類の混合物を添加していないサンプルＮｏ．１では，遠心

分離前に凝集が生じ，沈殿量は測定できなかった（沈殿量を０ｃｍとした。）。ペ

クチン及び大豆多糖類の混合物を添加することにより，凝集が抑制されたが，ｐＨ

４．５の場合，ペクチン及び大豆多糖類の混合物中のペクチンの割合が２０質量％

未満（サンプルＮｏ．１１及び１２）では凝集が生じ，沈殿量は測定できなかった

（表４及び図３）。（【００７６】） 

 豆乳発酵飲料のｐＨが４．５未満では，ペクチン及び大豆多糖類の混合物中のペ

クチンの割合が２０質量％以上（サンプルＮｏ．２～１０）の場合に沈殿量にほと

んど変化がなく，良好な分散状態を保っていた（表４及び図３）。（【００７７】） 

 ［試験例３：豆乳発酵飲料の官能評価］ 

 ｐＨを４．３に調整した豆乳発酵飲料に対して官能評価を実施した。官能評価は，

７名の訓練されたパネルにより，「酸っぱい風味」，「後に残る酸味」及び「口当

たりの滑らかさ」について，Visual Analogue Scale 法により，０～１０点の間で

点数を付け，その平均値を評点とした。「酸っぱい風味」については，評点が高い

程，酸っぱい風味が強いことを意味し，「後に残る酸味」については，評点が高い

程，後に残る酸味が強いことを意味し，「口当たりの滑らかさ」については，評点
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が高い程，口当たりが滑らかであることを意味する。（【００７８】） 

 官能評価の結果を表５及び図４～６に示す。（【００７９】。なお，表５の赤枠

は本件発明１の特定するペクチン及び大豆多糖類の添加量の割合の範囲内のサンプ

ルに関する結果を示し，青枠は，上記範囲外のサンプルのうち，評価項目「酸っぱ

い風味」及び「後に残る酸味」については赤枠内の数値の上限値を下回る数値を，

「口当たりの滑らかさ」については赤枠内の数値の下限値を上回る数値を示すもの

として，裁判所が付した。） 

 ペクチン及び大豆多糖類の混合物中のペクチンの割合が６０質量％～０質量％

（サンプルＮｏ．６～Ｎｏ．１２）の範囲では，「酸っぱい風味」の評点が低く，

酸味が抑制されていた（表５及び図４）。特に，ペクチン及び大豆多糖類の混合物

中のペクチンの割合が５０質量％～２０質量％（サンプルＮｏ．７～Ｎｏ．１０）

の範囲でこの評点が低かった（表５及び図４）。（【００８０】） 

 ペクチン及び大豆多糖類の混合物中のペクチンの割合が６０質量％～０質量％

（サンプルＮｏ．６～Ｎｏ．１２）の範囲では，「後に残る酸味」の評点が低く，

後味がより優れていた（表５及び図５）。（【００８１】） 

 ペクチン及び大豆多糖類の混合物中のペクチンの割合が６０質量％～３０質量％

（サンプルＮｏ．６～Ｎｏ．９）の範囲では，「口当たりの滑らかさ」の評点が高

く，口当たりが優れていた（表５及び図６）。（【００８２】） 

 ⑵ 本件各発明の技術的意義 

 大豆を加工して製造される豆乳は，低カロリー，低コレステロールであることや

大豆に由来する栄養成分を豊富に含むことから，健康食品として知られており，豆

乳を乳酸菌で発酵させた豆乳発酵飲料も知られていた（【０００２】，【０００

３】）。豆乳を酸性領域に調整すると，タンパク質成分等の凝集を生じやすいとい

う技術課題があり，この凝集を抑制する技術手段として，乳酸菌で発酵させた豆乳

に，水溶性大豆多糖類，微結晶セルロース，及びペクチンから選択された１種以上

の沈殿防止安定剤を添加する方法等が知られていた（【０００４】）。 
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 しかし，従来の方法では，タンパク質成分等の凝集抑制が不十分との問題があっ

た（【０００６】）。 

 そこで，本件各発明は，タンパク質成分等の凝集が抑制された豆乳発酵飲料を提

供すること等を目的として（【０００７】），豆乳発酵飲料のｐＨを４．５未満，

７℃における粘度を５．４～９．０ｍＰａ・ｓに規定するとともに（【０００

８】），ペクチン及び大豆多糖類を併用し，ペクチンの添加量をペクチン及び大豆

多糖類の添加量総量１００質量％に対して２０～６０質量％と規定したものである

（【００１６】，【００１７】。なお，より好ましいペクチン添加量の割合の範囲

として，３０～６０質量％（【００１９】），３０～５０質量％（【００２

０】））。 

 その効果としては，具体的には，タンパク質成分等の凝集が抑制される（【００

０９】，【００１２】，【００１８】，【００２３】，【００２４】）ほか，ペク

チン添加量の割合によっては，後に残る酸味が低減され（【００１９】，【００２

０】），酸っぱい酸味が抑制され（【００２０】），かつ口当たりが滑らかな

（【００１９】，【００２０】）豆乳発酵飲料を製造でき，また，製造方法として，

乳酸菌のうちラクトバチラス・ブレビスに属する乳酸菌，とりわけラクトバチラ

ス・ブレビスＳＢＣ８８０３（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３２），ラクト

バチラス・ブレビスＳＢＣ８０２７（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３０），

ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８０４４（受託番号：ＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３

１），ラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１０６１，ラクトバチラス・ブレビスＪＣ

Ｍ１０６５，及びラクトバチラス・ブレビスＪＣＭ１１７０から選択される少なく

とも１種を発酵菌として用いることで，豆乳臭が充分に低減され，かつ爽やかな風

味を有する豆乳発酵飲料を提供することができるという効果を奏する（【００２

１】，【００２２】）。 

 ２ 取消事由１－１について 

 ⑴ 引用例１の記載及び引用発明１－１ 
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 ア 引用例１の記載 

 引用例１には，以下の記載がある（なお，表２は本件図面等目録記載２を参照）。 

 (ア) 特許請求の範囲 

 請求項１ 分散剤として水溶性大豆多糖類を含有することを特徴とする酸性蛋白

食品。 

 請求項２ ハイメトキシルペクチン，カルボキシメチルセルロースナトリウム及

びアルギン酸プロピレングリコールエステルから選ばれた糊料を含む請求項１の酸

性蛋白食品。 

 (イ) 従来の技術及び発明が解決しようとする課題 

 従来から，酸性の蛋白食品の製造に際しては，蛋白質粒子の凝集，沈澱を防止す

る目的で，ハイメトキシルペクチン（ＨＭペクチン）…等の糊料（シックナー）を

使用するのが普通である。しかしこれら何れの糊料においても，蛋白質粒子の凝集

や沈澱を完全に防止するのは困難であって，ともすれば相分離，沈澱などの現象を

生じ易い。勿論，この現象は糊料の添加量を増やして粘度を高めれば抑制できるが，

今日の嗜好の傾向として，ネクター状の糊状感のある食感は嫌われる傾向がある。

そこで，より低粘度で沈澱，相分離など防止するための工夫が種々凝らされている

が，未だ満足できる域には達していない。（【０００２】） 

 以上の実情に鑑み，本発明は，粘度感を生じさせることなしに酸性蛋白食品にお

ける蛋白質粒子の凝集，沈澱，相分離などの欠点を防止するための手段ないしは該

欠点を防止した酸性蛋白食品を提供することを目的とする。（【０００３】） 

 (ウ) 課題を解決するための手段 

 ａ 概要 

 本発明者等は，…酸性蛋白食品における分散剤として，水溶性大豆多糖類を単独

で，又は，水溶性大豆多糖類と，ハイメトキシルペクチン，カルボキシメチルセル

ロースナトリウム及びアルギン酸プロピレングリコールエステルから選ばれた糊料

とを併用することにより，上記課題を解決し得ることを見出した。（【０００４】） 
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 ｂ 定義 

 本発明において，“酸性蛋白食品”という語は，乳酸菌飲料（生菌，殺菌タイプ

を含む），発酵乳（固状又は液状），乳製品を酸性にした酸性乳飲料，酸性の冷菓，

酸性デザート及び牛乳，豆乳などの蛋白飲料にみかん搾汁その他の果汁又は有機酸

若しくは無機酸を添加してなる酸性飲料等の酸性を帯びた蛋白食品を意味する。ま

た，“動植物性蛋白”とは，牛乳，山羊乳，脱脂乳，豆乳；これらを粉末化した全

脂粉乳，脱脂粉乳，粉末豆乳；これらに糖を添加した加糖乳；これらを濃縮した濃

縮乳；これらにカルシウム等のミネラル，ビタミン類等を強化した加工乳及び発酵

乳を云う。なお，後者の発酵乳は，上記動植物性蛋白を殺菌後，乳酸菌スターター

を加えて発酵させた発酵乳を指すが，所望により，更に粉末化し又は糖等を加えた

ものであってもよい。（【０００５】） 

 ｃ 水溶性大豆多糖類 

 本発明の食品において，安定剤として用いる水溶性大豆多糖類（以下ＳＳＰＳと

略す）は，ラムノース，フコース，アラビノース，キシロース，ガラクトース，グ

ルコース及びウロン酸からなる多糖類であ…る。（【０００６】） 

 ｄ 酸性蛋白食品の製造 

 酸性蛋白食品を製造する場合，原料として，糖類，ＳＳＰＳ，動植物性蛋白，酸，

香料，清水及び必要に応じて果汁，果肉等を用いる。本食品の一般的な製法を酸性

乳飲料について述べると，原料として動植物性蛋白，ＳＳＰＳ，酸類，香料，着色

料，必要に応じて果汁，果肉等が用いられ，これらの諸原料に水を加えて，混合，

溶解させた後，必要に応じ均質化及び／又は殺菌することにより酸性蛋白飲料が得

られる。（【０００７】） 

 ｅ 分散剤及び糊料の使用量 

 ＳＳＰＳの使用量としては，標準的に最終製品に対し０．１～１０％，好ましく

は０．２～２％程度でよいが，この使用量は本発明の範囲を制限するものではない。

（【０００８】） 
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 本発明の実施に際しては，ＳＳＰＳの他に，糊料としてハイメトキシルペクチン

（ＨＭペクチン）…などを併用する。これらの標準使用量は概ね下記の通りである

が，勿論発明範囲とは関係のないものである。但し，対象食品が糊状感を呈する程

の量であってはならないことは当然である。（【０００９】） 

 ＨＭペクチン：最終製品に対して０．０５～１．０％，好ましくは０．１～０．

５％… 

 酸類としては，クエン酸，酒石酸，リンゴ酸，乳酸，フマール酸，リン酸その他

の可食性酸が用いられる。一般に，酸性蛋白食品のｐＨは５．０～２．５の範囲が

好ましいが，場合によりこの範囲を外れることもある。（【００１０】） 

 (エ) 実施例 

 ａ 実験例１ 

 下記の工程に従って酸性蛋白食品試料（酸性乳飲料）を製造した。①脱脂粉乳３

部を常温水２０部に加え，攪拌，溶解させる。②砂糖７部を常温の水２０部に加え，

攪拌，溶解させる。③ＳＳＰＳ０．１～１０部に水約２０部を加え，８０℃で１０

分間攪拌して溶解させた後，約７℃まで冷却する。④以上①～③の各液を混合した

後，１０～２０℃にて攪拌しつつ，５０Ｗ＼Ｗ％クエン酸水溶液を滴下してｐＨを

４．５に調整した後，水を加えて全量を１００部とする。（【００１２】） 

 表１より，均質化しないものは均質化したものより沈澱物及び上澄みが多く，安

定性の悪いことが認められる。均質化した場合，ＳＳＰＳは０．１％以上の添加量

で試料を安定化し，０．１～２％までは全く糊状感がないことが判った。  

（【００１５】） 

 ｂ 実験例２   

 実験例１に準じて酸性飲料試料を作りテストした。但し，試料のｐＨ４．０に調

整して均質化すると共に，８５℃にて３０分殺菌した。かつ，安定剤として，ＨＭ

ペクチン，ＣＭＣ－Ｎａ，ＰＧＡ及びＳＳＰＳの各単独以外に，ＳＳＰＳとＨＭペ

クチン及びＣＭＣ－Ｎａの各併用についても試験した。結果を下表２に示す。
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（【００１６】） 

 表２より，ＨＭペクチン，ＣＭＣ－Ｎａ及びＰＧＡの三者は，０．４％添加区で

は，糊状感が強く，沈澱と上澄みを生じ，０．３％添加区では，沈澱物も上澄みも

多く生じるが糊状感が少ない。これらのＨＭペクチン，ＣＭＣ－Ｎａ及びＰＧＡ０．

３％添加区にＳＳＰＳを０．１％併用すると，糊状感が改善されると共に，沈澱，

上澄み共に生じないという好結果が得られた。（【００１８】） 

 ｃ 実施例３ 

 下表５の配合に従って，発酵乳入り飲むヨーグルトを製造した。 

 表５（原料配合表） 

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 配合原料                      重量部 

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 発酵乳             ４０．０ 

 ２Ｗ／Ｗ％  ＳＳＰＳ溶液   ２０．０ 

 ２Ｗ／Ｗ％  ＨＭペクチン溶液 １０．０ 

 砂糖               ７．０ 

 清水              ２３．０ 

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 合計             １００．０（【００２５】） 

 以上の４種の溶液を冷時，発酵乳４０部，２Ｗ／Ｗ％ＳＳＰＳ溶液２０部，２Ｗ

／Ｗ％ペクチン溶液１０部，砂糖液３０部の割合で混合し，ｐＨ３．８に５０％乳

酸溶液で調整した後，均質化を行い…，瓶に充填冷蔵庫に２週間保存した。この飲

むヨーグルトは，沈澱，上澄み共になく，糊状感もない優れた品質を保持していた。

（【００２７】） 

 イ 引用発明１－１ 

 引用例１に本件審決認定に係る引用発明１－１（前記第２の３⑵ア(ア)）が記載
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されていることは，当事者間に争いがない。 

 ⑵ 本件発明１と引用発明１－１の一致点・相違点 

 ア 一致点 

 本件発明１と引用発明１－１の一致点が本件審決認定に係る一致点１－１（前記

第２の３⑶ア(ア)ａ）のとおりであることは，当事者間に争いがない。 

 イ 相違点 

 (ア) 前記認定に係る引用発明１－１及びこれと本件発明１との一致点１－１を

踏まえると，本件発明１と引用発明１－１との相違点は，本件審決認定に係る相違

点１－１～１－４（前記第２の３⑶ア(ア)ｂ）と認めるのが相当である。 

 (イ) 被告の主張について 

 被告は，原告の主位的主張につき，審判段階で審理の対象とされたものではなく

本件審決の違法事由として主張できない旨主張する。 

 特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては，審判で審理判断されなかった

公知事実を主張することは許されないが（最高裁昭和４２年（行ツ）第２８号同５

１年３月１０日大法廷判決・民集３０巻２号７９頁），審判において審理判断され

た公知事実に関する限り，審判の対象とされた発明との一致点・相違点について審

決と異なる主張をすることは，それだけで直ちに審判で審理判断された公知事実と

の対比の枠を超えるということはできないから，取消訴訟においてこれらを主張す

ることが許されないとすることはできない。 

 本件特許の特許権者である原告は，もとより審判で審理判断されなかった公知事

実を無効原因として主張するものではなく，審判において審理判断された公知事実

と審判の対象とされた発明との相違点について本件審決と異なる主張をするにすぎ

ないものであって，これを許されないものとすべき事情はない。 

 したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。 

 (ウ) 原告の主位的主張について 

 ａ 原告は，本件各発明の本質は，豆乳発酵飲料について，ｐＨが４．５未満で
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あり，ペクチンの添加量の割合がペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質

量％に対して２０～６０質量％の範囲にあり，かつ，粘度が５．４～９．０ｍＰ

ａ・ｓの範囲にあるという構成を採用する場合に，タンパク質成分等の凝集の抑制

と共に，酸味が抑制され，後に残る酸味が少なく後味が優れるという効果が得られ

るところにあるから，相違点１－１～１－４に相当する構成は互いに技術的に関連

しており，これらを１つの相違点１－Ａとして認定すべきであるなどと主張する。 

 ｂ しかし，本件明細書によれば，本件各発明は，タンパク質成分等の凝集を抑

制するという効果を奏する点では共通するものの，ペクチンの添加量の割合が３０

～６０質量％の場合（本件発明６）はこれに加えて「後に残る酸味が低減され，か

つ口当たりが滑らかな」ものとなるとの効果を奏し（【００１９】），３０～５０

質量％とされた場合（本件発明７）は「後に残る酸味が低減されるとともに，酸っ

ぱい風味が抑制され，また口当たりがより一層滑らかになる」との効果を奏するこ

と（【００２０】）が記載されている。また，こうした記載が先行するにもかかわ

らず，【発明の効果】としては，「タンパク質成分等の凝集が抑制された豆乳発酵

飲料の提供が可能」，「タンパク質等の凝集が抑制された豆乳発酵飲料の製造が可

能」といった点が挙げられるにとどまる（【００２４】）。これらの記載に照らす

と，酸味が抑制され，後に残る酸味が少なく後味が優れるという効果は，本件各発

明に共通する効果とは必ずしも位置付けられていないものということができる。 

 他方，官能評価試験の結果，「ペクチン及び大豆多糖類の混合物中のペクチンの

割合が６０質量％～０質量％」の範囲では，「酸っぱい風味」及び「後に残る酸味」

の評点がいずれも低く，「酸味が抑制されていた。」，「後味がより優れていた。」

との評価がされている（【００８０】，【００８１】）。これらの記載によれば，

上記各効果は本件各発明に共通し，そのうち特に優れた効果を奏するものを本件発

明６及び７として取り上げたと理解する余地はあり得る。もっとも，試験結果に係

る上記分析は，本件明細書の記載上，本件各発明の効果の記載（【００２４】）に

は反映されていない。そして，本件明細書において各評価項目の評価基準，評価手
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法等が明らかにされていないことや，試験結果の数値のばらつきを考慮すると，前

記のような理解の合理性ないし客観性には疑問がある。 

 このように，本件各発明の効果に関しては，本件明細書の内部において不整合が

あるといわざるを得ず，原告の上記主張はその前提自体に疑問がある。 

 ｃ その点を措くとしても，タンパク質成分等の凝集抑制の効果について，本件

明細書によれば，請求項２，【００１１】及び【００７２】に記載された試験方法

により沈殿量を評価した場合の沈殿量が０ｃｍ超かつ１１ｃｍ未満にある場合，タ

ンパク質成分等の凝集がより抑制されると説明されている（【００１１】，【００

１２】）。また，表４及び図３には，ｐＨ４．３及び４．５それぞれの場合におい

てペクチン添加量の割合を変化させた豆乳発酵飲料の沈殿量を示す実験結果が記載

されているところ，沈殿量が０ｃｍ超かつ１１ｃｍ未満を満たさないものはペクチ

ン及び大豆多糖類を共に含まないサンプルＮｏ．１（ｐＨ４．３及び４．５），大

豆多糖類のみを含むＮｏ．１２（ｐＨ４．３及び４．５），ペクチンを１０質量％

で含むＮｏ．１１（ｐＨ４．３及び４．５）に止まり，ペクチンを２０～１００質

量％で含むＮｏ．２～Ｎｏ．１０は，ｐＨの高低に依拠することなくタンパク質成

分等の凝集の抑制効果を奏することが示されている。 

 この点に鑑みると，タンパク質成分等の凝集の抑制効果につき，ペクチン添加量

の割合が２０～６０質量％の範囲内にあることやｐＨの高低との関連性を見出すこ

とは，必ずしもできない。 

 また，本件明細書によれば，ｐＨ４．５の場合でも，Ｎｏ．２～Ｎｏ．１０では

ペクチン及び大豆多糖類の混合物を添加することによりタンパク質成分等の凝集の

抑制効果があるとされているところ（【００７６】），このうちペクチンを５０～

２０質量％含むＮｏ．７～Ｎｏ．１０は，７℃における粘度が５．４ｍＰａ・ｓ未

満である（表３及び図２）。この点に鑑みると，タンパク質成分等の凝集の抑制効

果と５．４～９．０ｍＰａ・ｓの粘度範囲との間に何らかの関連性を見出すことは

できない。 
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 以上によれば，タンパク質成分等の凝集の抑制効果は，ペクチン添加量，ｐＨ及

び粘度の全てが請求項に規定された範囲にある場合に初めて奏する効果であるとは

認められない。 

 ｄ 酸っぱい風味，後に残る酸味及び口当たりの滑らかさの効果について，ｐＨ

を４．３で固定した場合である表５及び図４の実験結果によると，酸っぱい風味は，

ペクチンと大豆多糖類を併用したサンプルのうち，おおむね，ペクチンのみを含む

Ｎｏ．２で酸っぱい風味が強く，大豆多糖類の量が増えるに従いこれが低減される

傾向がうかがわれ，Ｎｏ．６～Ｎｏ．１２（ペクチンの割合が６０～０質量％）に

つき「酸味が抑制されていた」との評価がされ，中でもＮｏ．７～Ｎｏ．１０（ペ

クチンの量が５０～２０質量％）で特に抑制されているとの評価がされている

（【００８０】，図４）。他方，ペクチンを６０質量％含むＮｏ．６は，大豆多糖

類のみを含むＮｏ．１２やペクチンを１０質量％含むＮｏ．１１よりも酸っぱい風

味が強いとの評価がされている（【００８０】）。 

 また，後に残る酸味の点では，ペクチンを６０～０質量％で含むＮｏ．６～Ｎｏ．

１２がより優れていると評価され（【００８１】，表５，図５），口当たりの滑ら

かさの点では，ペクチンを６０～３０質量％で含むＮｏ．６～Ｎｏ．９が優れてい

ると評価されている（【００８２】，表５，図６）。もっとも，ペクチンのみを含

むＮｏ．２も，後に残る酸味及び口当たりの滑らかさの両面でこれらの範囲内にあ

る評点を得ている。また，口当たりの滑らかさの点では，ペクチンを２０質量％含

むＮｏ．１０は口当たりの滑らかさの評点が低く，逆に，大豆多糖類のみを含むＮ

ｏ．１２は口当たりの滑らかさで優れているとされる上記サンプルの数値の範囲内

に含まれる。 

 このように，ｐＨ４．３の場合の官能評価の結果からも，酸味の抑制，後に残る

酸味の低減，口当たりの滑らかさに係る効果は，ペクチンと大豆多糖類を併用しな

い場合やペクチンの添加量が２０～６０質量％から外れる場合でも得られることが

示されているから，これらの効果は，ｐＨ，粘度及びペクチン添加量の全てが請求
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項に規定された範囲にある場合に初めて奏する効果であるとは認められない。 

 ｅ このほか，本件明細書には豆乳発酵飲料以外の豆乳飲料や酸性乳飲料を比較

対象とした実験結果が記載されていないことも考慮すると，本件明細書からは，本

件各発明につき，相違点１－１～１－４に係る構成を組み合わせ，一体のものとし

て採用したことで，タンパク質成分等の凝集の抑制と共に，酸味が抑制され，後に

残る酸味が少なく後味が優れるという効果を奏するものと把握することはできない。 

 したがって，この点に関する原告の主位的主張は採用できない。 

 ⑶ 各相違点に係る本件発明１の構成の容易想到性 

 ア 相違点１－１について 

 (ア) 引用例１には，酸性蛋白食品のｐＨとして「５．０～２．５の範囲が好ま

しい」（【００１０】）との記載があるとともに，実験例１ではｐＨ４．５に，実

験例２ではｐＨ４．０に調整されたものを使用した旨記載され（【００１２】，

【００１６】），また，実施例３ではｐＨ３．８に調整された発酵乳入り飲むヨー

グルトを使用した旨が記載されている（【００２７】）。 

 そうすると，引用発明１－１の酸性蛋白食品のｐＨを４．５未満に設定すること

は，当業者が容易に想到し得るものといえる。 

 (イ) 原告の主張について 

 原告は，豆乳発酵飲料としてあり得るｐＨの範囲は技術常識から当然限定される

ものであり，これは４．１程度から４．５の範囲であるところ，ｐＨ４．３につい

てのみ官能評価による効果確認がされていることをもって，酸味の抑制効果等を認

めるには十分であるなどと主張する。 

 この点，引用例３の実施例としてｐＨ４．１及び４．２の例が示されているもの

の（表２，表３），引用例２の発酵豆乳入りウォータータイプ処方例の清涼飲料水

（表３）ではｐＨは３．４とされていることに鑑みると，豆乳発酵飲料のｐＨの下

限が４．１程度であることを認めるに足りない。なお，甲４【０００６】には，

「豆乳を原料とする食品には，…大豆特有の苦味や渋味等の違和感を覚える風味が
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残ってしまう問題があ」り，ｐＨ３．５～４．２の範囲において「大豆特有の苦味

や渋味」が「より強調されるために，豆乳を酸性食品に利用することが妨げられる

傾向にある。」とされているところ，この記載は，未発酵の豆乳を原料とする食品

に関するものと理解されることから，甲４をもって豆乳発酵飲料のｐＨの下限が４．

１程度であることを裏付ける証拠ということはできない。 

 また，一般に，酢酸等の有機酸によりｐＨ値が調製される場合，有機酸の量が増

えてｐＨ値が低くなると「酸味」が強くなることが予想され，少なくとも，ｐＨ４．

３やｐＨ４．５付近において，ｐＨが０．１程度変動することで酸味の抑制効果等

は大きく変わらないとは必ずしもいえず，これを裏付けるに足りる証拠もない。 

 以上より，この点に関する原告の主張は採用できない。 

 イ 相違点１－２について 

 (ア) 平成２２年３月に，キッコーマングループにより「カルシウムの多い豆乳

飲料」及び「豆乳飲料いちご」が販売されていたこと（甲１０），本件特許出願日

より前の同年５月２４日にキッコーマン飲料株式会社により「カルシウムの多い豆

乳飲料」が販売されていたこと（甲１１），同じく本件特許出願日より前の平成２

４年３月１２日に，同社により「豆乳飲料 グレープフルーツ」が販売されていた

こと（甲１２）が認められる。 

 平成２７年３月３日付け「豆乳飲料の性状確認試験」（甲１３）は，上記３製品

（ただし，製造日はいずれも平成２７年２月）につき，本件明細書記載の方法によ

り粘度，沈殿量及びｐＨを測定したものであるところ，粘度については，「豆乳飲

料 グレープフルーツ」が７．０ｍＰａ・ｓ，「豆乳飲料いちご」が８．５ｍＰ

ａ・ｓ，「カルシウムの多い豆乳飲料」が７．８ｍＰａ・ｓであったことが記載さ

れている。この測定結果につき，その信用性に疑義を抱くべき具体的な事情はない。 

 平成２８年９月９日付け「発酵乳入り清涼飲料水の測定」（甲１７）は，市販の

発酵乳入り清涼飲料（発酵乳入り清涼飲料水。同年８月２５日購入）について，本

件明細書記載の方法で粘度，沈殿量及びｐＨを測定したものであるところ，粘度は
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５．７４ｍＰａ・ｓであったことが記載されている。この測定結果につき，その信

用性に疑義を抱くべき具体的な事情はない。 

 これらによれば，消費者の受け入れられる飲料という観点から見た場合，７℃に

おける粘度が５．４～９．０ｍＰａ・ｓであることは，そのような飲料として普通

の範囲内に属すると認められる。なお，甲１３及び１７の測定対象となった製品は

いずれも本件特許出願日後に製造されたものと見られるところ，消費者の嗜好が変

動し得ることを考慮しても，平成２５年３月の本件特許出願後の２年ないし３年の

間に，この点につき有意な粘度条件の変動があったとは考え難く，また，これをう

かがわせる具体的な事情もない。 

 なお，平成３０年７月６日付け「実験成績証明書」（甲５５）によれば，現在販

売されている４つの豆乳発酵飲料（甲５１～５４）につき，本件明細書記載の方法

で粘度（ｍＰａ・ｓ）を測定したところ，いずれも１０．０以上との測定結果が示

されている。しかし，測定対象とされる商品の製造時期その他の条件により，同一

銘柄の商品であっても測定結果に差異を生じ得るから（後記(エ)），これをもって

直ちに，本件特許出願日において５．４～９．０ｍＰａ・ｓの粘度範囲を設定する

ことを阻害するに足りる事情ということはできない。 

 (イ) 粘度につき，本件明細書には，「５．９ｍＰａ・ｓ以上であることが好ま

しく，６．４ｍＰａ・ｓ以上であることがより好ましく，６．９ｍＰａ・ｓ以上で

あることが更に好ましい。また，…８．５ｍＰａ・ｓ以下であることが好ましく，

８．０ｍＰａ・ｓ以下であることがより好ましい。」（【００２９】），「ペクチ

ン及び大豆多糖類の混合物を添加していないサンプルＮｏ．１との比較から明らか

なように，ペクチン及び大豆多糖類の混合物を添加することによって，粘度が高く

なった（表３及び図２）。」（【００７４】）との記載がある。また，表３及び図

２によれば，サンプルＮｏ．２～Ｎｏ．６においては，ｐＨを問わず粘度が５．４

～９．０ｍＰａ・ｓの範囲に含まれており，上記範囲の下限に最も近い粘度のもの

はｐＨ４．５の場合のＮｏ．６，上限に最も近いものはｐＨ４．２の場合のＮｏ．
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２である。 

 これらの記載からは，「５．４～９．０ｍＰａ・ｓ」との粘度範囲の特定は，ペ

クチン及び大豆多糖類を添加した結果としての粘度を特定したという意義を有する

にとどまると解され，必ずしもｐＨとの関連性を見出すことはできない。 

 (ウ) 引用例１には，ハイメトキシルペクチン（ＨＭペクチン）等の糊料（シッ

クナー）の添加量を増やせば酸性蛋白食品の粘度を高められること（【０００

２】），ＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類を併用すると，糊状感の改善，つまりＨ

Ｍペクチンによる粘度上昇を抑制できること（【００１８】，【００２７】）が記

載されている。このことから，引用発明１－１の酸性蛋白食品の粘度は，ＨＭペク

チンと水溶性大豆多糖類を併用し，それらの添加量を操作することで調整可能なこ

とは，当業者に明らかである。 

 そして，７℃における粘度が５．４～９．０ｍＰａ・ｓである豆乳飲料や発酵乳

飲料は，一般に販売され，消費者に受け入れられていた粘度範囲であり（上記

(ア)），その下限値である５．４ｍＰａ・ｓも，本件各発明の課題であるタンパク

質等の凝集の抑制と何らの関係も有しない（前記⑵イ(イ)ｃ）。 

 そうすると，当業者は，豆乳飲料や発酵乳飲料等を包含する引用発明１－１の酸

性蛋白食品の粘度の範囲として「５．４～９．０ｍＰａ・ｓ」の範囲を採用するこ

とを容易に想到し得たものといえる。 

 (エ) 原告の主張について 

 原告は，甲１３及び１７の測定結果は相違点１－２の粘度範囲の構成が「普通」

であるか否かの判断資料とはなり得ず，粘度範囲は飲料ごとに適した範囲が存在し，

豆乳発酵飲料につき本件特許出願時において「普通」だった粘度範囲を確認するた

めには，あくまで，その当時の豆乳発酵飲料の粘度を調査しなければならないこと，

現在販売されている豆乳発酵飲料及び豆乳飲料の粘度測定の結果からは，豆乳発酵

飲料について「５．４～９．０ｍＰａ・ｓ」の範囲が消費者に受け入れられる飲料

の粘度として「普通の範囲」とする根拠はないなどと主張する。 
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 しかし，甲１３及び１７の測定結果をもとに本件特許出願時に普通の範囲内であ

った豆乳発酵飲料の粘度範囲を判断し得ることについては，前記(ア)のとおりであ

る。 

 また，平成３０年７月６日付け「実験成績証明書」（甲５６）の表２には，豆乳

飲料１０製品の粘度が記載されているところ，うち２製品は１０ｍＰａ・ｓを超え

るものの，１製品が「６．０７ｍＰａ・ｓ」であり，「５．４～９．０ｍＰａ・ｓ」

の範囲内にあり，その他の製品も，その上限をやや超える９．０７～９．６０ｍＰ

ａ・ｓの範囲内に５製品，その下限をやや下回る４．１４ｍＰａ・ｓ，４．５５ｍ

Ｐａ・ｓのものが各１製品という分布となっている。しかも，このうち，「キッコ

ーマン カルシウムの多い豆乳飲料」は，甲１３記載の測定においても対象とされ

た製品であるところ，甲５６においては「９．３４ｍＰａ・ｓ」という結果である

のに対し，甲１３では「７．８ｍＰａ・ｓ」となっており，銘柄が同一の商品でも，

飲料の製造時期や粘度の測定条件等により１．５ｍＰａ・ｓ程度の差異が生じ得る

ものであることが理解できる。 

 これらの事情を総合的に考慮すると，本件特許出願日において「５．４～９．０

ｍＰａ・ｓ」の範囲を外れる粘度の豆乳飲料や発酵乳飲料が販売されていた事実は

否定し得ないとしても，その範囲内の粘度の豆乳飲料や発酵乳飲料は一般に販売さ

れ，消費者に受け入れられていたものと解するのが相当である。 

 したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。 

 ウ 相違点１－３について 

 (ア) 引用例１においては，酸性蛋白食品におけるタンパク質粒子の凝集，沈殿

を防止する目的で，ＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類を併用することが記載されて

おり（【０００２】～【０００４】），その使用量につき，水溶性大豆多糖類は標

準的に最終製品に対し０．１～１０％，好ましくは０．２～２％程度がよく，ＨＭ

ペクチンは最終製品に対し０．０５～１．０％，好ましくは０．１～０．５％とさ

れている（【０００８】，【００１０】）。上記好ましい使用量のうち，ＨＭペク
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チンが０．１％，水溶性大豆多糖類が０．２％の場合，ＨＭペクチン及び水溶性大

豆多糖類の添加量総量におけるＨＭペクチンの割合は３３．３％であり，ＨＭペク

チン０．５％，水溶性大豆多糖類２％の場合は，ＨＭペクチンの割合は２０％であ

る。 

 また，実験例２には，ＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類を，０．３％と０．１％，

０．２％と０．２％，０．１％と０．３％の添加量で併用した場合，良好な結果が

得られたことが記載されている（【００１６】，表２）。これをペクチン及び大豆

多糖類の添加量総量１００質量％に対するペクチンの添加量の割合に換算すると，

それぞれ，７５質量％，５０質量％，２５質量％となる。他方，同実験例において，

安定剤としてＨＭペクチンを単独で使用し，水溶性大豆多糖類を併用しなかった場

合は必ずしも良好な結果を得られなかったのに対し，水溶性大豆多糖類を単独で使

用し，ＨＭペクチンその他の安定剤と併用しなかった場合は，上記併用した場合と

同様に良好な結果を得られたことが記載されている。 

 さらに，実施例３の２Ｗ／Ｗ％のＳＳＰＳ（水溶性大豆多糖類）溶液２０．０％，

２Ｗ／Ｗ％のＨＭペクチン溶液１０．０％（【００２５】）は，ペクチン及び大豆

多糖類の添加量総量１００質量％に対するペクチンの添加量に換算すると３３質

量％となるところ，この場合も沈殿等の点で「優れた品質を保持していた。」と評

価されている。 

 これらの記載を総合的に考慮すると，引用例１には，酸性蛋白食品の粘度につき，

ペクチン及び水溶性大豆多糖類の添加量総量１００％質量に対するペクチンの添加

量を７５～２０質量％とすることにより良好な結果を得られることが示されている

ということができる。そうすると，引用発明１－１において，酸性蛋白食品の粘度

が所望の値となるように，ペクチン及び大豆多糖類の添加量を最適化し，ペクチン

及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対するペクチン添加量として上記範囲

内に含まれる２０～６０質量％を選定することは，当業者が容易に想到し得たもの

ということができる。 
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 (イ) 原告の主張について 

 原告は，引用例１につき，上記ＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類の各質量％の組

合せが好ましい旨の記載はない，実験例２は脱脂粉乳の実験結果を示したものであ

る，ＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類を「併用」するという思想が読み取れるだけ

であり，ペクチンの添加量をコントロールするという思想は読み取れないなどと主

張する。 

 しかし，上記引用例１の実験例２及び実施例３の記載は，いずれもＨＭペクチン

を糊料として用い，その使用に伴う糊状感の改善効果，蛋白質粒子の凝集，沈殿，

相分離等の防止効果を奏するために，引用例１の水溶性大豆多糖類及びペクチンの

双方の添加量をコントロールするという技術思想を示すものと理解される。 

 また，ペクチン及び大豆多糖類を併用した例として，甲４には，酸性豆乳飲料に

ペクチン０．３質量％，大豆多糖類０．２質量％を添加した処方（ペクチン及び大

豆多糖類の添加量総量１００質量％に対してペクチンが６０質量％），ペクチン０．

３質量％，大豆多糖類０．４質量％を添加した処方（ペクチン及び大豆多糖類の添

加量総量１００質量％に対してペクチンが４３質量％）が記載されている（【００

５７】～【００５９】，表７）。さらに，甲６には，「大豆多糖類とペクチンの併

用により，酸乳飲料の安定性が相乗的に上昇すること…が分かった。＼①酸乳飲料

の安定化効果＼酸乳飲料の処方を表１に示す。安定剤の添加量を０．４％に固定し，

大豆多糖類とＨＭペクチンの配合割合を変更させて，酸乳飲料を調整した。…室温

保存の場合，ＨＭペクチンと大豆多糖類を５：３（テスト４）－３：５（テスト６）

の配合比率で併用すると，大豆多糖類単独使用…およびＨＭペクチン単独使用…に

比べて沈でん率が低下し，併用効果が認められた。」（３９頁第４段１行目～２４

行目）との記載がある。ここでは，ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量１００質

量％に対して３８質量％及び６３質量％のペクチンを添加した処方が記載されてい

ることが分かる。 

 そうすると，引用例１の実験例２及び実施例３におけるペクチンの添加量は，脱
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脂粉乳に対する特別な添加条件であるとは解されない。 

 以上より，この点に関する原告の主張は採用できない。 

 エ 相違点１－４について 

 (ア) 引用例１の「本発明において，“酸性蛋白食品”という語は，…発酵乳

（固状又は液状）…等の酸性を帯びた蛋白食品を意味する。また，“動植物性蛋白”

とは，牛乳，山羊乳，脱脂乳，豆乳；…及び発酵乳を云う。なお，後者の発酵乳は，

上記動植物性蛋白を殺菌後，乳酸菌スターターを加えて発酵させた発酵乳を指す

…。」（【０００５】），「酸性蛋白食品を製造する場合，原料として，…動植物

性蛋白…を用いる。」（【０００７】）との記載によれば，発酵乳において，植物

性蛋白を栄養成分とする豆乳の発酵乳のみが除外されているとはいえない。また，

酸性蛋白食品の例として「発酵乳（固状又は液状）」が挙げられていることから，

引用発明１－１の酸性蛋白食品が豆乳発酵飲料を包含することは，当業者に明らか

である。 

 そうすると，引用発明１－１の酸性蛋白食品を豆乳発酵飲料とすることは，当業

者が容易に想到し得たことである。   

 (イ) 原告の主張について 

 原告は，引用例１の酸性蛋白食品には豆乳の発酵物を含む飲料又は食品までは含

まれない，【０００５】及び【０００７】の記述を整合的に理解すると，「酸性蛋

白食品」は，原料として豆乳発酵物を使用することは除外しないものの，それ自体

が豆乳発酵飲料の香味を有する場合は除外されていると理解すべきであるなどと主

張する。 

 しかし，引用例１【０００５】は，酸性蛋白食品につき，「発酵乳（固状又は液

状）」のほか，多様な「酸性を帯びた蛋白食品」を列挙して定義し，「動植物性蛋

白」についても，「発酵乳」のほか「牛乳，山羊乳，脱脂乳，豆乳」その他多様な

乳を列挙して定義するとともに，「後者の発酵乳は，上記動植物性蛋白を殺菌後，

乳酸菌スターターを加えて発酵させた発酵乳を指す」などとして，「発酵乳」につ
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き補足的な説明を加えたものである。ここで，「後者の発酵乳」につき，「酸性蛋

白食品」に挙げられる「発酵乳」と「動植物性蛋白」として挙げられる「発酵乳」

との意義を異なるものとして理解すべきことを明示する記載はない。 

 そして，この定義を受けて，【０００７】は，「酸性蛋白食品の製造」に用いる

原料として「糖類，ＳＳＰＳ，動植物性蛋白，酸，香料，清水及び必要に応じて果

汁，果肉等」を挙げている。「動植物性蛋白」に「豆乳」の「発酵乳」も含まれる

ことは上記定義から明らかであるから，「酸性蛋白食品」に豆乳の発酵乳を原料と

するものが含まれることも明らかである。したがって，これにより製造された「酸

性蛋白食品」とはすなわち豆乳の発酵乳を含む「発酵乳（固状又は液状）」である

ことは，引用例１の記載から容易に理解できる。 

 なお，「動植物性蛋白」として挙げられたもののうち，「牛乳，山羊乳，脱脂乳，

豆乳」と「発酵乳」以外は，いずれも，いかなる加工が施された乳であるかの説明

が付加されている。そして，当該段落の「後者の発酵乳は」以下の記載は，その内

容から，これと同旨の説明を付加する趣旨で置かれたものと理解されるのであって，

「酸性蛋白食品」として列挙された「発酵乳」を「前者」と位置付け，両者が異な

るものとすることを意図したものとは解されない。 

 また，引用発明１－１の解決しようとする課題は，「粘度感を生じさせることな

しに酸性蛋白食品におけるタンパク質粒子の凝集，沈殿，相分離などの欠点を防止

するための手段ないしは該欠点を防止した酸性蛋白食品を提供すること」にあり，

食品の「渋み，豆臭，青臭み等」ないし「香味」といった風味に直接関わるもので

はない。そうである以上，豆乳の発酵物が，豆乳と比べても大豆特有の渋み，豆臭，

青臭み等の点で劣っているとしても，その一事をもって，引用発明１－１の「酸性

蛋白食品」の範囲に含まれないと解すべき理由はない。 

 以上より，引用例１には，「酸性蛋白食品」として豆乳を発酵させた発酵乳を原

料とする豆乳発酵飲料が示唆されているといえ，この点に関する原告の主張は採用

できない。 
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 ⑷ 本件発明１の効果 

 ア 前記⑵イ(ウ)ｂのとおり，本件明細書の記載によれば，本件各発明は，タン

パク質成分等の凝集を抑制するという効果を奏する点では共通するものの，酸味が

抑制され，後に残る酸味が少なく後味が優れるという効果が本件各発明に共通の効

果としてよいかは，本件明細書の記載の内部的な不整合から，疑問があるといわざ

るを得ない。 

 イ その点を措くとしても，引用発明１－１は酸性蛋白食品におけるタンパク質

粒子の凝集，沈殿を防止する目的でＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類を用いるもの

であり（【０００２】～【０００４】，【０００６】），引用例１の実験例２及び

実施例３には，ペクチンと大豆多糖類を併用した場合に沈殿や上澄みの生じない結

果が得られることが記載されている（【００１２】～【００１８】，【００２５】，

【００２７】）。このことから，タンパク質成分等の凝集の抑制効果は，引用例１

の記載に基づき当業者が予測できたものといえる。 

 また，粘度の安定については，本件明細書によればｐＨが４．５未満の条件でペ

クチンと大豆多糖類を併用した際に観察されるものであるところ（【００７４】），

引用例１の実験例２及び実施例３に記載される酸性蛋白食品は，ｐＨ４．０及びｐ

Ｈ３．８でそれぞれペクチンと大豆多糖類を併用した処方である。そうすると，粘

度の安定に係る効果も，引用例１の記載に基づき当業者が容易に予測できたものと

いえる。 

 一方，酸味の抑制，後に残る酸味の低減及び口当たりの滑らかさといった味覚面

の効果は，豆乳発酵飲料のｐＨを４．３に固定し，「７名の訓練されたパネルによ

り，「酸っぱい風味」，「後に残る酸味」及び「口当たりの滑らかさ」について，

Visual  Analogue  Scale 法により，０～１０点の間で点数を付け，その平均値を

評点とした」官能評価に基づき検討されたものである（【００７８】）。しかるに，

その結果を子細に検討すると，ペクチンと大豆多糖類を併用しない場合やペクチン

の添加量が２０～６０質量％から外れる場合，すなわち本件発明１の構成を満たさ
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ない場合でも，ペクチンの添加量が２０～６０質量％の場合と同程度の味覚面の効

果が得られていることが理解できる（表５）。また，豆乳発酵飲料の酸味や味は，

発酵させる豆乳の種類・濃度，使用する乳酸菌の種類，用いるペクチンや大豆多糖

類の種類等の様々な要因によっても変動し，また，ｐＨの相違によっても酸味の変

動は生じ得るものであることは明らかである。これらの事情を踏まえると，本件発

明１に上記味覚面の効果があるとしても，これをもって，本件発明１の構成によっ

てこそ導かれ，本件発明１の構成から外れた場合には得られない効果であるとはい

い難い。 

 そもそも，本件明細書には，味覚面の効果の各評価項目におけるパネルの個別の

評点は明記されておらず，各評価項目における７人のパネルの評点に係る詳細は不

明である上，各パネル及び各評価項目で，加点又は減点が適正に行われることを担

保するための評価基準及び評価手法や，評点が分散した場合の統計上の措置等も明

らかでない。このことに鑑みると，本件明細書記載の官能評価試験の結果をもって，

本件発明１の奏する効果に基づく進歩性を評価するに足りる程度の客観性ないし信

頼性を備えた実験結果であるとは認められない。 

 以上より，本件明細書記載の本件発明１の効果（タンパク質成分等の凝集の抑制，

粘度の安定，酸っぱい風味の抑制，後に残る酸味の低減，及び口当たりの滑らかさ）

により本件発明１の進歩性を肯定することはできない。 

 これに反する原告の主張は採用できない。 

 ⑸ 小括 

 以上のとおり，引用発明１－１及び引用例１記載のその他の事項に基づき，当業

者は相違点１－１～１－４に係る本件発明１の構成を容易に想到し得たものであり，

また，本件発明１の効果も，当業者が容易に想到し得る範囲内にとどまり，格別な

ものとは認められない。この点に関する本件審決の判断に誤りはなく，取消事由１

－１は理由がない。 

 ３ 取消事由２－１について 
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 ⑴ 本件発明２と引用発明１－１との一致点・相違点 

 本件発明２と引用発明１－１とを対比すると，両者は，一致点１－１で一致し，

相違点１－１～１－４で相違するとともに，本件審決認定に係る相違点１－５（前

記第２の３⑶イ(ア)）で相違することが認められる。 

 ⑵ 相違点に係る構成の容易想到性について 

 ア 相違点１－１～１－４については，前記２のとおりである。 

 イ 相違点１－５について 

 本件明細書の記載（【０００７】，【００１１】，【００１２】，【００７７】）

によれば，相違点１－５に係る本件発明２の構成は，本件各発明の課題であるタン

パク質成分等の凝集が抑制された豆乳発酵飲料を沈殿量の観点から特定するととも

に，その沈殿量の値を得る手順をも特定したものと認められる。もっとも，本件明

細書の表４によると，ペクチンを２０～１００質量％で含むＮｏ．２～Ｎｏ．１０

は，ｐＨの高低や大豆多糖類の存否に関わりなく，本件発明２で規定される沈殿量

を満たす。 

 他方，引用発明１－１は，ＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類とを含有することに

よりタンパク質粒子の凝集，沈殿を防止することを解決しようとする課題とするも

のであり，引用例１では，実施例として，ＨＭペクチンを７５質量％，５０質量％，

２５質量％，３３質量％という異なる割合でＨＭペクチン及び水溶性大豆多糖類を

組み合わせた場合の沈殿物の有無ないし量等の試験結果を示している。 

 そうすると，相違点１－５に係る本件発明２の沈殿量は，引用発明１－１との関

係では，そもそも実質的な相違点とならないともいい得るし，少なくとも，これら

の混合物の含有量を調整して凝集，沈殿を抑制することは，当業者が容易になし得

ることといえる。 

 以上より，引用発明１－１及び引用例１記載の事項に基づき，当業者は，相違点

１－５に係る本件発明２の構成を容易に想到し得たものである。原告も，相違点１

－５の容易想到性に係る本件審決の判断の誤りについては具体的に主張していない。 
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したがって，この点に関する本件審決の判断に誤りはなく，取消事由２－１は理由

がない。 

 ４ 取消事由３－１について 

 ⑴ 本件発明３と引用発明１－１との一致点・相違点 

 本件発明３と引用発明１－１とを対比すると，両者は，一致点１－１で一致し，

相違点１－１～１－４で相違するとともに，本件審決認定に係る相違点１－６（前

記第２の３⑶ウ(ア)）で相違することが認められる。 

 ⑵ 相違点に係る構成の容易想到性について 

 ア 相違点１－１～１－４については，前記２のとおりである。 

 イ 相違点１－６について 

 引用例１には，発酵乳を得るに当たり動植物性蛋白に乳酸菌を加えて発酵させる

ことが記載されている。また，引用例３には，【背景技術】の項に，豆乳を発酵さ

せる方法として，ビフィドバクテリウム属に属する乳酸菌を用いる方法及びこれに

他の乳酸菌を混合させる方法が４つの特許文献において提示されているとした上で，

同文献記載の発明として，ビフィドバクテリウム属に属する乳酸菌の使用を排除し，

他の乳酸菌の混合菌株を豆乳に接種させて得られる豆乳発酵乳酸菌飲料が示されて

いる。さらに，甲１６（特開２０１２－３６１５８号公報）には，「ラクトバチラ

ス・ブレビスは，古くから発酵食品に利用されている乳酸菌の一種であり，生体へ

の安全性が確立されている。」（【０００９】）との記載がある。本件明細書にも，

同様の記載（【００２３】）がある。 

 これらの記載に鑑みると，豆乳の発酵において乳酸菌を用いることは，本件特許

出願時における技術常識といってよい。 

 そうである以上，引用発明１－１及び技術常識に基づき，当業者は，相違点１－

６に係る本件発明３の構成を容易に想到し得たものであり，この点に関する本件審

決の判断に誤りはなく，原告の主張は採用できない。取消事由３－１は理由がない。 

 ５ 取消事由４－１について 
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 ⑴ 本件発明４と引用発明１－１との一致点・相違点 

 本件発明４と引用発明１－１とを対比すると，両者は，一致点１－１で一致し，

相違点１－１～１－４及び１－６で相違するとともに，本件審決認定に係る相違点

１－７（前記第２の３⑶エ(ア)）で相違することが認められる。 

 ⑵ 相違点に係る構成の容易想到性について 

 ア 相違点１－１～１－４については前記２のとおりであり，相違点１－６につ

いては前記４のとおりである。 

 イ 相違点１－７について 

 (ア) 甲１６（特開２０１２－３６１５８号公報）には，前記４⑵イの【０００

９】の記載のほか，「ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８８０３菌株は，２００６

年６月２８日に独立行政法人産業技術総合研究所特許生物寄託センター…に寄託さ

れた，受託番号がＦＥＲＭ ＢＰ－１０６３２の菌株である。」（【０００８】）

との記載がある。 

 そうすると，ラクトバチラス・ブレビスＳＢＣ８８０３を発酵食品に用いること

に困難性は認められない。すなわち，引用発明１－１及び甲１６記載の事項（さら

に，引用例１その他の文献から認められる前記４の技術常識）に基づき，当業者は，

相違点１－７に係る本件発明４の構成を容易に想到し得たといえる。 

 (イ) 原告は，本件発明４の構成を採用することで，豆乳臭が十分に低減され，

かつ爽やかな風味を有する豆乳発酵飲料を提供することができるところ，これは本

件特許出願時に当業者が予測できない異質な効果であるなどと主張する。 

 しかし，本件明細書には，本件発明４の構成により「より一層豆乳臭が低減され，

かつより一層爽やかさのある風味の良い豆乳発酵飲料を提供することができる。」

（【００２２】）との記載こそあるものの，そのような効果の存在及びこれが特定

の乳酸菌の菌株を用いたことで得られることを示す実施例の記載は見当たらない。

そうである以上，これをもって本件発明４の進歩性を認めるに足りる異質な効果と

認めることはできない。 
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 したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。 

 ウ 以上のとおり，この点に関する本件審決の判断に誤りはなく，取消事由４－

１は理由がない。 

 ６ 取消事由５－１について 

 ⑴ 引用発明１－２，本件発明５と引用発明１－２との一致点・相違点 

 ア 引用発明１－２ 

 引用例１に本件審決認定に係る引用発明１－２（前記第２の３⑵ア(イ)）が記載

されていることは，当事者間に争いがない。 

 イ 本件発明５と引用発明１－２との一致点・相違点 

 本件発明５と引用発明１－２とを対比すると，両者は，本件審決認定に係る一致

点１－２（前記第２の３⑶オ(ア)ａ）で一致し，相違点１－８～１－１１（前記第

２の３⑶オ(ア)ｂ）で相違することが認められる。 

 この点につき，原告は，主位的主張として，相違点１－８～１－１１に係る本件

発明５の構成は１つのまとまりのある構成として，相違点１－Ｂが認定されるべき

である旨主張する。 

 しかし，この主張が採用し得ないことは，前記２⑵イ(ウ)と同様である。 

 ⑵ 相違点に係る構成の容易想到性について 

 ア 相違点１－８，１－１０及び相違点１－１１は，それぞれ相違点１－１～１

－３と実質的に同じである。したがって，前記２⑶ア～ウと同様に，これらの相違

点に係る構成は当業者が容易に想到し得たものといえる。 

 イ 相違点１－９について 

 前記２⑶エのとおり，引用例１には，豆乳を発酵させた発酵乳を原料とする豆乳

発酵飲料が示唆されているとともに，【０００５】には，動植物性蛋白に乳酸菌を

用いて発酵させた発酵乳を得ることが記載されている。 

 したがって，引用発明１－２において，酸性蛋白食品を「豆乳発酵飲料」とする

こと，「豆乳を乳酸菌で発酵させて豆乳発酵物を得る工程」によって原料となる豆
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乳発酵物を得て，これにペクチン及び大豆多糖類を添加することは，当業者が容易

に想到し得るものといえる。 

 ウ 原告の主張について 

 原告は，当業者が，引用発明１－２において，あえて豆乳発酵物を得る工程を追

加する動機付けはなく，そもそも「酸性蛋白食品」を豆乳発酵飲料に置き換えられ

ると理解しないなどと主張する。 

 しかし，上記原告の主張は，引用例１の「酸性蛋白食品」に含まれないなどとす

る主張（前記第３の１⑴〔原告の主張〕イ(エ)）を前提とするものであるところ，

前記２⑶エのとおり，その前提となる主張自体採用できない。 

 また，原告は，本件発明５により，酸味の抑制及び後味に優れるという異質な効

果を奏するなどとも主張する。 

 しかし，この点に関する原告の主張が採用できないことは，前記２⑷と同様であ

る。 

 エ 以上より，この点に関する本件審決の判断に誤りはなく，取消事由５－１は

理由がない。 

 ７ 取消事由６－１について 

 ⑴ 本件発明６と引用発明１－２との一致点・相違点 

 本件発明６と引用発明１－２を対比すると，両者は，一致点１－２において一致

し，相違点１－８～１－１０で相違するとともに，本件審決認定に係る相違点１－

１２（前記第２の３⑶カ(ア)）で相違することが認められる。 

 ⑵ 相違点に係る構成の容易想到性について 

 ア 相違点１－８～１－１０については，前記６⑵と同様である。 

 イ 相違点１－１２について 

 (ア) 前記２⑶ウのとおり，引用例１には，ＨＭペクチンと水溶性大豆多糖類の

添加量を目的に応じて設定するという技術思想が示されていることから，ペクチン

及び大豆多糖類の添加量総量１００質量％に対してペクチンの添加量を３０～６０
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質量％とすることは，引用発明１－２においても想定される範囲内のことといえる

とともに，甲４には，ペクチンを６０質量％，４３質量％で用いること，甲６には，

ペクチンを３８質量％－６３質量％で用いることが記載されている。 

 したがって，引用発明１－２及び引用例１記載のその他の事項（さらに，甲４及

び６記載の事項）に基づき，当業者は，相違点１－１２に係る本件発明６の構成を

容易に想到し得たものといえる。 

 (イ) 原告の主張について 

 原告は，相違点１－１２に係る本件発明６の構成は，ｐＨを４．５未満に限定す

る構成を前提に，粘度の安定や酸味の抑制，後味が優れるとの効果に加え，ペクチ

ンの添加量の割合が２０～６０質量％の場合の効果に加えて口当たりが滑らかにな

るという効果の発見に伴い特定されたものであるのに対し，引用例１にはこのよう

な効果に関する記載はなく，ペクチンの添加量をコントロールするという発想もな

い，また，上記効果は当業者が予測できない異質な効果であるなどと主張する。 

 しかし，引用例１に，ペクチンと大豆多糖類の添加量を目的に応じて設定すると

いう技術思想が示されていることは，上記のとおりである。また，原告主張に係る

上記効果の点については，前記２⑷と同様である。 

 したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。 

 ウ 以上より，この点に関する本件審決の判断に誤りはなく，取消事由６－１は

理由がない。 

 ８ 取消事由７－１について 

 ⑴ 本件発明７と引用発明１－２との一致点・相違点 

 本件発明７と引用発明１－２を対比すると，両者は，一致点１－２において一致

し，相違点１－８～１－１０で相違するとともに，本件審決認定に係る相違点１－

１３（前記第２の３⑶キ(ア)）で相違することが認められる。 

 ⑵ 相違点に係る構成の容易想到性について 

 ア 相違点１－８～１－１０については，前記６⑵と同様である。 
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 イ 相違点１－１３については，前記７⑵イと同様である。 

 ウ 以上より，引用発明１－２及び引用例１記載のその他の事項（さらに，甲４

及び６記載の事項）に基づき，当業者は，相違点１－１３に係る本件発明７の構成

を容易に想到し得たものといえるから，この点に関する本件審決の判断に誤りはな

く，原告の主張は採用できない。取消事由７－１は理由がない。 

 ９ 取消事由８－１について 

 ⑴ 本件発明８と引用発明１－２との一致点・相違点 

 本件発明８と引用発明１－２を対比すると，両者は，一致点１－２において一致

し，相違点１－８～１－１１で相違するとともに，本件審決認定に係る相違点１－

１４（前記第２の３⑶ク(ア)）で相違することが認められる。 

 ⑵ 相違点に係る構成の容易想到性について 

 ア 相違点１－８～１－１１については，前記６⑵のとおりである。 

 イ 相違点１－１４について 

 前記４⑵イ及び５⑵イ(ア)のとおり，発酵食品へのラクトバチラス・ブレビスの

利用は，本件特許出願時の技術常識であったことが認められる。 

 したがって，引用発明１－２並びに引用例１及び甲１６記載の事項に基づき，当

業者は，相違点１－１４に係る本件発明８の構成を容易に想到し得たといえる。 

 これに対し，原告は，本件発明８は本件特許出願時に当事者が予測できない異質

な効果を奏するなどと主張する。 

 しかし，この点に関する原告の主張を採用できないことは，前記５⑵イ(イ)と同

様である。 

 ウ 以上のとおり，この点に関する本件審決の判断に誤りはなく，取消事由８－

１は理由がない。 

 10 取消事由９－１について 

 ⑴ 本件発明９と引用発明１－２との一致点・相違点 

 本件発明９と引用発明１－２を対比すると，両者は，一致点１－２において一致
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し，相違点１－８～１－１１で相違するとともに，本件審決認定に係る相違点１－

１５（前記第２の３⑶ケ(ア)）で相違することが認められる。 

 ⑵ 相違点に係る構成の容易想到性について 

 ア 相違点１－８～１－１１については，前記６⑵のとおりである。 

 イ 相違点１－１５については，前記５⑵イ(ア)と同様である。 

 ウ したがって，引用発明１－２及び甲１６記載の事項に基づき，当業者は，相

違点１－１に係る本件発明８の構成を容易に想到し得たといえるから，この点に関

する本件審決の判断に誤りはなく，原告の主張は採用し得ない。取消事由９－１は

理由がない。 

 11 結論 

 よって，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求は理由がないから

これを棄却することとし，主文のとおり判決する。 

    知的財産高等裁判所第１部 

 

         裁判長裁判官     高   部   眞 規 子 

 

 

            裁判官     杉   浦   正   樹 

 

 

            裁判官     片   瀬       亮 
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（別紙） 
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 ２ 引用例１ 
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